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２０１８年９月３０日 日本共産党岐阜県委員会 

 

日本共産党岐阜県委員会が８月２９日に行った対県交渉の回答結果をまとめました。 

なお、最初の回答とそれを受けて再質問したものの回答のみと致しました。こちらの質問、要望

は割愛させていただきました。 

 

 

２０１９年度岐阜県予算に関する要望書 
 

岐阜県知事  古田 肇 様 

２０１８年８月６日 

日本共産党岐阜県委員会 委員長 松岡 清 

日本共産党県議会議員       中川 ゆう子 

日本共産党地方議員団 

 

 県政運営への日頃のご努力に敬意を表します。 

 安倍政権による民主主義を破壊する政治が、政治、経済、社会にゆがみをもたらし、政

治不信が高まり、「格差と貧困」が増大、対立と分断をもたらしています。ウソのないまと

もな政治の実現が求められています。また、大阪北部地震や西日本豪雨など相次ぐ災害が

国民の暮らしを直撃し、その対応も緊急の課題となっています。 

 こういう情勢のなかで、岐阜県政において、県債発行の多い大型公共事業や大規模な県

庁舎建て替え等の事業を続けるなら、再び財政が悪化し、「起債許可団体」に転落する可能

性があります。「起債許可団体」になったあの時期、県は県民へのサービスを切り捨て、県

職員の給与を引き下げ、市町村への負担押しつけを強行しました。過去の大きな犠牲を教

訓にするなら、今こそ、県民生活の安全・安心を応援する県政へ転換するときではないで

しょうか。 

 さて、県内の日本共産党の地方議員や支部に寄せられた県民の切実な要求をふまえ、２

０１９年度岐阜県予算に関する要望としてまとめました。以下、１６５項目の要望と提案

をおこないます。ご検討の上、県として次期予算編成に最大限に具体化していただくよう

強く要望いたします。 

 

【清流の国推進部】 
１、県・市町村における臨時及び嘱託職員の賃金引き上げや労働条件（年休繰越、通勤手当、病

気休暇、結婚休暇、夏季休暇、忌引き休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休暇など）など大

幅な処遇改善を図ってください。                              （県委員会）                                        

【県回答】昨年（平成２９年）５月１７日に、地方公務員法と地方自治法の改正があり、平成３２年４

月から会計年度任用職員制度を導入いたします。臨時・嘱託職員の給与及び休暇等の勤務条

件につきましては、改正法に基づき、国から技術的な指導でマニュアルが示されています。この

中では、会計年度任用職員の勤務条件について従事する職務内容、責任の程度、地域の民

間企業の給与水準の状況、国の非常勤職員との均衡等を十分に留意するべきと記載されてい

ます。岐阜県では、この制度が導入されますと、現在の非常勤専門職と雇員の大半の職が会計

年度任用の職として設置されることが想定されており、県では、現在検討中ですが、このマニュ

アルに基づき、法の趣旨に沿って、適切に制度設計を進めていきたいと考えております。 

【県回答】市町村におきます臨時及び嘱託職員の処遇に関しましては、市町村において判断され

るべきのものであります。ですから、制度改正等にともない、総務省から発出される施行通知な
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どに基づきまして、随時必要な情報提供や助言を各市町村にしているところであります。なお、

平成２９年の法改正によりまして、一般職の非常勤職員であります会計年度任用職員制度が創

設されました。この職員に対する期末手当などの支給や休暇は、市町村の条例などで規定する

こととされています。一定の処遇改善が見込まれるということですが、県としましてもこの制度に

ついて、平成３２年度から円滑な導入に向け、随時情報提供を行うなど適切な助言に務めてい

るということであります。 

【県回答】いまの現状、みなさん、どういった準備をしていかなければならないのかということを先ほ

ど、総務部からも話がありました、国のマニュアルに基づいて準備をしているという状況です。例

えば、どういうような職が法改定の職に当たるのか、職の整理ですとか、みなさんご検討をされ

ている。まさにそのような状況かなと思っております。適切に助言とか情報提供をしていきたいと

思います。 

 

【総務部】 
２、ＮＨＫ受信料の補助を継続するよう国に要望してください。 

航空自衛隊岐阜基地の航空機騒音による視聴障害が起きている周辺住民を対象に、ＮＨＫ受

信料の補助が行なわれてきました。ところが国は今回、受信料補助を廃止も含めて見直すこと

を決定しました。今回の見直しでは、防音工事が完了済みの世帯は２０１８年８月で終了、一部

の防音工事済みの世帯については、補助額を減らして２０２３年度末に終了するとのことです。

たとえ防音工事が行われていても自衛隊機の騒音により、テレビの音声が聞き取れない状態は

続いています。                                          （各務原市） 

【県回答】（危機管理部）２、３のＮＨＫ受信料について一括回答します。この航空機の騒音による

視聴障害につきましては、本年３月、国に対しまして防音工事を促進するということと、工事が完

了しない世帯については、NHKの受信料の補助・継続を、完了していても騒音が解消されてい

ない世帯について、あらためて環境の改善を図るように申し入れを行ったところであります。今

後とも周辺自治体とも連携をとりながら、必要に応じてテレビの視聴環境の実態に即した対応を

図ってもらうよう、しっかりと求めていきたいと思います。 

【県回答】（危機管理部）受信料の関係ですが、３月議会で中川議員からもご質問がありました、て

いねいな説明が足りなかった、しっかりと地元のほうへ説明を、あらためて継続の要望もありまし

た。改めまして、ご要望の趣旨を伝えたいと思います。 

【県回答】（危機管理部）実態をどのように把握したのかということですが、要望があって周辺の自

治体のご意見を聞きながら、（沈黙が続く・・・・）。各務原市はじめ周辺の自治体に確認しました

ところ、防音工事の未施行の世帯に対して、要望がされたということから、それを後押しする意

味で国へ申し入れをしたということです。 

【県回答】（危機管理部）わかりました。実態をしっかり把握するように、そのことも含めてお伝えして

いきたいと思います。 

３、防音工事が完了していても自衛隊機の騒音によりテレビの音声が聞き取れない状態が続いて

います。ＮＨＫ受信料の補助継続と対象区域の拡大を国に求めてください。      （岐阜市） 

【県回答】２と同じ。 

４、市街地の真上で展示飛行・曲技飛行が行なわれる航空祭は、危険極まりないものです。各地

で事故も起きています。これらの飛行ショーは中止してください。航空ショーを安易にイベントの

プログラムに載せないでください。                              （各務原市） 

【県回答】（危機管理部）航空ショーの中止の件ですが、航空自衛隊岐阜基地に対しましては、各

務原市などの周辺自治体２市２町で組織しております「岐阜基地周辺市町村連絡協議会」とい

うものがありまして、住民の安心、安全をはじめとする各種の要望、対策を協議しております。今

回の要望の趣旨につきましては、協議会に対してお伝えし、今後とも周辺自治体との処遇を図
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って、住民の安心、安全を確保していきたいと思っております。 

【県回答】（危機管理部）アジアジュニアについて、所管外であるので控えさせてもらいます。 

５、県庁舎の建て替えについて 

①周辺工事や県民サービス棟を含めた総事業費が明らかになっていません。新庁舎建て替え

のための基金積み立てなどによる財政調整基金の激減など、建て替え計画が県財政に深刻な

影響を及ぼし始めています。計画の縮小による予算縮減を要望します。 

②新庁舎建て替え計画は、実施設計が終わったあと、県民への説明会を開催するなど広く住

民の声を聞いてください。 

③新庁舎の建て替えに際しては、岐阜市上水道を利用してください。 

（県委員会）（岐阜市） 

【県回答】①の新庁舎の建て替えにおける総事業費については、行政棟と議会棟の建設工事費

のほかに、今年度当初予算の立体駐車場の整備工事費、バス停、トイレ解体工事等を計上し

ております。今後、敷地内の道路や公園の改修、現庁舎の解体等を予定しており、今後設計等

を通じて、必要経費を算出することとしています。まとまった段階で、順次しっかり示ししていき

たいと考えています。建て替えの計画については、県議会、有識者会議でのご議論、県民説明

会やパブリックコメントでの意見を踏まえまして、老朽化・長寿命化への対応、あるいは災害対

策への中枢拠点としての耐震性の確保を目的に、現庁舎の抱える課題を解消いたしまして、現

庁舎が備えるべき機能等を満たすための必要な規模・内容等にさせていただいています。なお

建設費の抑制については、現在実施設計で進めておりますが、その中で十分な精査を行いま

して、可能な限りコスト削減に努めてまいります。 

②の実施設計後、広く住民の声を十分に聞いてくださいということです。新庁舎の設計について

は、県議会、有識者会議での議論をもとに、県内各地で昨年１２回、県民説明会を開催させて

いただきました。合わせて県内の様々な関係団体の方への意見聴取、パブリックコメント等を実

施いたしまして、皆様からの幅広い意見をいただき、昨年１０月に基本設計を作成させていただ

いたわけであります。この基本設計をもとに、現在、建設工事の施行に向けた実施設計を進め

ているところであります。作成しました実施設計でできた暁ですけど、県ホームページをはじめま

して、市町村広報誌、地元情報誌、フリーペーパー等の活用、あるいは県庁舎や各県事務所で

の閲覧配置を行うなど、様々な機会を通して皆様への周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

③の新庁舎の建て替えに際して、岐阜市の上水道を利用くださいということです。新庁舎による

水利用でありますが、トータルコストの縮減、災害時の機能維持の観点を踏まえまして、現在、

実施設計を行っておりますが、その中で検討しているところであります。 

【県回答】先ほども申しましたように、全体の経費や災害時の維持・観点から検討させていただい

ているところで、使わないとか使うとか根本的なことではなくて、何が必要かということを含めて、

しっかり検討しているところであります。 

６、社会資本の「老朽化」「長寿命化」対策について 

現在、老朽化した学校や福祉施設など県有施設の整備は急務です。整備計画を明らかにして

ください。大型公共事業にかける予算を減らし、県民の命と暮らしを守るために最重要視しなけ

ればならない施策です。また、国にも予算の転換を強く求めてください。       （県委員会） 

【県回答】県有施設の老朽化対策についてです。我々としましても、非常に財政運営上、大きな課

題としてとらえています。このため、本年の３月に岐阜県県有建物「長寿命化」計画、個別施設

計画ともよんでおりますが、こちらのほうを作成いたしまして、年度間の財政負担を考慮しながら、

個々の施設の優先順位をメリハリを効かせながら予防保全とか財政支出に取り組むとかを現在、

計画的に取り組んでいるところであります。また、国の方におきましても、公共施設等の老朽化

対策に向けまして、公共施設等適正管理事業債という交付税が手厚い起債が創設されている
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ということでありまして、老朽化対策の支援の拡充につきまして、引き続き国に対して要望してい

きたいと考えています。 

７、歴史的価値の高い旧岐阜県総合庁舎について、隣地において市庁舎建設も着工となり、エリ

アの全体像が見えてきたことから、利用方針を早急に決めてください。         （岐阜市） 

【県回答】旧岐阜県庁舎の活用方針についてです。他県での旧庁舎の活用事例を参考にしなが

ら、また、隣のメディアコスモスや現在建設中の岐阜市の新庁舎など周辺施設との関係も考慮

に入れながら、歴史的・文化的な価値がある建物にふさわしい活用方法を検討していきたいと

考えています。その一方で、旧岐阜県庁舎の再開にあたりましては、ある程度大規模な改修工

事が見込まれるということもありまして、県庁舎再整備など、他の事業計画の進捗や財政状況等

なども考慮した上で検討していきたいと考えております。 

【県回答】県庁舎再整備という大きな事業を抱えているわけでありまして、具体的にいつ、旧庁舎

の活用ができるのかということは、現段階では明言できない。ひとまずの目安として考えている

のは、県庁舎の再整備が一段落ついた段階で、活用の方向性で具体的な議論が進むように、

準備を進めていきたいと考えているところであります。 

【県回答】同じ繰り返しになりますが、準備を進めていきたいと思います。 

【県回答】１点目の老朽化する施設云々の関係で、県庁舎建設に多額の費用がかかるので見直し

を進めたらどうかということですが、いまコスト縮減に努めているところであります。経費全体の中

でどれを優先、配分するか財政当局と調整をしながら、持続可能な財政という部分と、県財政の

中で様々な諸課題の中で何を優先にしなければならないか、何に取り組まなければならないか

ということも踏まえまして、しっかり検討していかなければならないし、当初予算の中で議論して

いかなければならないと考えております。また、住民説明に関しましては、基本設計のところで

意見を反映させていただきまして、いまそれを受けて実施設計の方を進めています。主に工事

的な詳細な設計ということになりますが、基本的に基本設計のルールを引き継いで進めている

と認識しております。当然、地元の方に関しまして、環境に関する説明会等を行ってまいりまし

て、工事的な説明の方も行ってまいります。合わせて、実績はこういうものだと取りまとめまして、

様々な機会を通しまして、例えば、県のホームページへの掲載、市町村広報誌、フリーペーパ

ー等を活用し、パソコンの環境ない方も含めまして、各庁舎、公共施設などでの閲覧配置を進

めるなど、様々な機会を通して周知を図り、周知方法についても検討していきたいと考えており

ます。 

 ８、県職員の公共交通利用拡大のため、ＪＲ西岐阜駅と県庁、ふれあい会館を結ぶバス路線の 

拡充を図ってください。（岐阜バスや西岐阜くるくるバス等の拡充と西鏡島、市橋小学校、西岐阜  

北口止まりの岐阜バスの県庁、ふれあい会館までの延長等）                （岐阜市） 

【県回答】８、９とまとめて回答させていただきます。現在、多くの職員が子どもの送迎、介護、ある

いは公共交通機関での通勤では、遠回りで非効率であるといったことから、多くの職員は自家

用車で通勤をしております。また、県内の交通事情から、出張の際には、自家用車を使用する

ことが多くあります。こうした状況の中で、県職員の公共交通の利用拡大、自転車の利用促進に

つきましては、県職員の意見を十分に踏まえながら、費用対効果、採算性、出張業務等への影

響など、十分に幅広い検討が必要であると考えています。 

 ９、県職員の通勤に安全な自転車利用促進のため、自転車専用道路のネット網を作ってくださ 

  い。西岐阜と県庁の駐輪場の拡張もしてください。                      （岐阜市） 

【県回答】８と同じ。 

１０、新元号まであと１年をきりました。元号のみが記載してある公文書は県民にとって分かりづら   

く、新元号の使用が始まるとさらに混乱するおそれがあります。公文書については、元号だけで

なく西暦を併記するようにしてください。                                   （県委員会） 

【県回答】国や地方公共団体におけます元号の使用でありますが、これは法令で定められたもの
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ではありませんので、従前からの慣行によるものであります。県が発行しております、刊行物や

パンフレットなどにおきましては、すでに一部、西暦の併記をしているところであります。引き続き、

国あるいは他県などの取り組み状況を踏まえながら、西暦の併記について検討していきたいと

考えております。 

 

【危機管理部】 
１１、水害の被災者救済に関する市町村への支援の拡充をしてください。 

①市町村独自の被災者支援金に対する県の補助単価を増額してください。 

②被災者に対する水道料金の減免措置に要する自治体の財政負担の軽減をはかってくださ

い。 

③車両被害を受けた被災者に対し、自動車税・軽自動車税の減免を行ってください。 

                                                       （関市） 

【県回答】③の自動車税の減免の関係についてです。水害等災害により車両被害を受けられた方

については、被災した自動車に代わる自動車を取得したとき、被災した自動車の修理を行った

場合は、自動車税の減免を受ける場合があります。その場合は、県に申請していただかないと

手続きできませんので、自動車税事務所に問い合わせていただきたいと思います。 

【県回答】減免は、被害を受けた車両に代わる車両を取得した場合、あるいは修理した場合、一定

の場合につきましては自動車税の減免を受けることができますので、自動車税事務所に問い合

わせていただきたいと思います。軽自動車税に関しては、市町村の税ですので清流の国推進

部で説明があります。 

【県回答】（清流の国推進部）③の軽自動車税についてです。軽自動車税は市町村の税目であり

ます。また、地方税法の中での規定では、天災その他特別な事情がある場合により、減免を必

要とすると認める者にたいし、当該市町村の条例の定めるところにおいて減免することができる

と規定されているところであります。ですから、減免を行うか否かはそれぞれの市町村において、

判断されるものというところであります。 

【県回答】（清流の国推進部）個別に車両に関しての補助をということとなりますと、市町村の範疇

（はんちゅう）ではないというところもありますが、全体の制度としては、今申し上げた通り、市町

村の税目ですので市町村が判断していただくものです。全体の中で健全な財政運営というの

は、市町村が担当しているところもありますので、折々、市町村とも相談にのりながら健全な財

政運営に務めていきたいと思います。 

【県回答】①の水害の被災者救済に関する市町村の支援の拡充についてです。被災者支援にか

かる県の補助制度である岐阜県被災者生活住宅再建支援制度は、全壊、大規模半壊、半壊

及び床上浸水の４つの被災区分に応じて、それぞれ被災者への支給枠を設けております。市

町村がこの基準に基づき、支援金を支給する場合に、その費用の３分の２を県が市町村に補助

するものです。この県の制度は、被災者生活再建支援法に基づく国の支援金制度を補完する

趣旨で創設された経緯もありまして、国制度の支給額との均衡も考慮する必要があると考えて

います。このため、全国知事会などにおいて、国の支援金の見直し要請を含めた制度の在り方

について、議論を行うことと合わせて、県内市町村のご意見も踏まえながら、県や市町村の支援

金のあり方についても、引き続き議論してまいりたいと思います。 

【県回答】（環境生活部）②の被災者に対する水道料金の減免措置ですが、水道事業者が自ら判

断されて実施されているものでありまして、その財政負担については県から支援することはいま

のところ困難であります。被災した水道施設の復旧にかかる経費については、国庫補助制度に

より支援を行い、水道事業者である自治体の財政負担の軽減に努めてまいります。 

【県回答】（環境生活部）②の水道の関係ですが、県として一度、国へ確認したところ、そういう互

助制度とかいうのはないということでありました。水道企業会計でありますので、その中でやって
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もらうのが前提であるという中で、こちらでは難しいにしても、施設の復旧では補助金という形で

対応させてもらっているということでご理解をお願いしたいと思います。 

１２、災害予防の抜本的対策について 

①河川氾濫の起こった地点について調査をおこない、中上流域の水位計の増設などによる河

川監視体制を早期に改善してください。 

②河川氾濫を防ぐための堤防かさ上げ、河床掘削等のハード面での対策を中上流域の支流に

対しても検討してください。                                     （関市） 

【県回答】（県土整備部）①水位計は河川計画の実施のために対象となる河川の流域評価、迅速

な水防活動支援のための情報提供等に必要な箇所に設置しております。また近年、中上流河

川での洪水被害が頻発していることから、これまで水位計が設置されていない河川について、

洪水時の水位観測に特化した簡易な水位計、危機管理型の水位計の設置を進めています。 

②新五流域治水対策プランにもとづき、近年の浸水被害の状況や河川の現況、治水安全度、

本支川、上下流のバランスを考慮し、河川改修を進めてまいります 

【県回答】（県土整備部）７月の豪雨で津保川が氾濫しております。調査の話でございますが、県

河川管理者といたしましては、どのような範囲で浸水が及んでいるのか、浸水の範囲、雨量、水

位計がどういう動きをしたのか、いったようなことを中心に調査をしております。 

【県回答】（県土整備部）水位計の市町村連携、総合的判断という指摘がございました。関市につ

いてお話をさせていただきますと、まず長良川の水位計は、関市に関しましては美濃観測所で

もって基準の水位を設定しておりまして、その基準の水位に到達する状況になりましたら、美濃

市、関市に対しまして水位が上昇し基準水位に達した旨の通知を行っています。また、基準水

位の中には氾濫危険水位というものがございまして、氾濫危険の心配の怖れがあるような水位

になった場合は、必要に応じて美濃土木事務所から市町村にホットラインで避難勧告等の助言

をさせていただく場合もございます。 

津保川に関しましても水位計がございます。関と下之保に水位計がございます。これらの水位

計につきましては、長良川と同様に基準水位を設けておりまして、基準の水位に到達したら市

町村に通知して、同じように氾濫危険水位に到達したら通知をするとともに、必要に応じて避難

勧告の助言をさせていただいています。 

堤防のかさ上げ、掘削の状況ですが、河川改修の事業を行っている区間の具体的説明というこ

とでございますが、河川整備計画という計画に基づきまして、抜本的な改修については事業の

区間目標を明示しまして事業を進めているところでございます。河川整備計画につきましては岐

阜県河川課のホームページに載せています。津保川、長良川につきましては長良川圏域河川

整備計画において、事業を実施する区間、延長、どういった内容かといったことについて記載し

ておりますので、よろしければご覧いただければと思います。また進捗状況でございますけど、

こういった河川整備につきまして、県では新五流域治水対策プランというものに基づいて進めて

います。河川改修はやはり時間と費用がかかるということで、短期的な１０年でどういうことをやる

のか、中期的な３０年くらいでどういうことをやるのか、どういう目標にしているのか、将来はどうし

ていくのかと、段階を少しずつ質を上げていくということでございまして、現在の短期的な１０年

の計画の進捗状況につきましてはフォローアップ委員会で進捗状況を把握しています。それに

つきましても岐阜県河川課のホームページに掲載しております。 

１３、豪雨災害によって JR高山線の不通は、観光客の落ち込みや通勤・通学への不便など市民

への影響は大きいものがあります。JR高山線の早期復旧ができるよう支援してください。                    

（高山市） 

【県回答】（都市建築部）JR東海につきましては大手の鉄道会社でございますので財政的な支援

を行うという仕組みは国の方もございませんので、そういうことでお手伝いは出来ませんが、再

発防止という観点、治山とか治水とかの観点で周辺環境の安全対策はどうするかいうことで、現
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地の土木事務所と飛騨市と JR東海でどういうことができるのかという調整をしていると伺ってい

ます。従いまして私たち公共交通を担当する立場の者としましては、 必要に応じて JR東海の

ニーズを聞いて調整役として役割を担っていきたいと考えております。 

１４、豪雨災害による事業者の今後の営業・生活支援について。 

豪雨による土砂の流入による事業所の損壊によって営業再開が危ぶまれています。私有地とい

う制限があるようですが、生業が止まらないように財政支援を行ってください。     （高山市） 

【県回答】（環境生活部）災害による事業者への支援についてです。全壊家屋や宅地内土砂交じ

りのガレキの撤去費用については、従来から所有者等によって撤去を行った場合の特例措置も

含めて、市町村の実施する災害廃棄物の処理にかかる費用を対象とする、環境省の災害等廃

棄物処理事業費補助金の対象となっているところですが、平成３０年７月の豪雨におきましては、

対象が拡大され、全壊家屋に加え、半壊家屋も損壊家屋等の解体工事にかかる経費も補助対

象となっております。なお、これらの解体費用の対象になるのは、個人住宅、分譲マンション、

賃貸マンション、事業所等（これは中小企業が所有するものに限るとなっている）で、これらの補

助制度につきましては、環境省の通知文書を速やかに県内の市町村に情報提供し、この制度

の徹底を図っております。 

１５、豪雨災害による土砂流入による被害家屋への支援をしてください。 

市は、市営住宅を準備しましたが、家賃のことで経費がかさみ困っています。     （高山市）  

【県回答】自然災害に伴う土砂流入による住家被害に対しては、その被災区分の工事で被災者生

活再建支援法に基づく、国の支援金、県及び市町村による支援金の支給制度の設けられてい

ますので、その活用について市町村を通じて引き続き被災者への周知について努めてまいりた

いと思います。                                        

１６、深層崩壊推定箇所が多く、また多くの活断層を抱える県として、活断層の情報を県民に周知

し、防災意識と危機管理体制を強化してください。                    （県委員会） 

【県回答】県では、平成２２年に県内全域の活断層を２５０００分の１の縮尺で網羅した活断層詳細

地図を作成し、県事務所や総合庁舎、ホームページ、県の統合型 GISに公開しています。熊本

地震や大阪府北部の地震の発生を踏まえ、今後も各地域で実施しています防災タウンミーティ

ングや清流の国防災減災センターと連携した普及啓発事業を通じて、地域の活断層の分布や

直下型地震の危険性について、県民に対して周知を図ってまいりたいと思います。また、平成２

９年度から実施している、主要活断層における進路分布の域外想定にかかる調査も踏まえて、

今後、防災上の各種計画において防災対策の見直しを行うとともに、市町村に対し、地震防災

ハザードマップへの反映、避難所体制や食料備蓄の見直しなど想定被害に応じた防災対策、

点検、強化を要請してまいりたいと思います。 

１７、地震やゲリラ豪雨、土石流等の災害に対する観測体制の強化を図ってください。避難情報な

どの情報を FMだけでなく岐阜放送（AM）でも流すなど、警戒情報や避難指示が的確・迅速に

伝わるシステムの確立と住民の避難訓練を実施してください。             （県委員会） 

【県回答】地震の観測につきましては、県からも震度計の観測データが即時に気象庁へ提供され、

緊急地震速報の発表に利用されています。今後も気象庁などと連携し、安定した速報体制の

強化を図ってまいりたいと考えています。避難情報について、現在、市町村が県のシステムに

入力した情報が、自動的に岐阜放送を含む県内放送局に提供されています。放送の実施は、

基本的に各放送局の判断に委ねられておりますが、県としても各市町村と避難情報や避難情

報についての入力訓練を繰り返すなどして、敏速・正確な情報提供に向けて取り組んでまいり

たいと考えております。災害から命を守るため、県民一人ひとりの自助努力と地域の共助、行政

の公助が相まって、円滑な避難に繋げることは大変重要だと思っております。住民の避難訓練

については、各市町村で地域の実情に応じて行われていると思いますが、県としても計画策定

の支援等を通じ、市町村の取り組みを支援していきたいと思います。 
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【県回答】大雨による土砂災害の危険度が高まった時に、市町村が避難勧告等を発令する際の

判断や住民の避難勧告の参考となる県と気象庁が共同で土砂災害警戒情報を発表していま

す。この流れについて説明します。岐阜気象台は、専用回線により県防災課に伝達され、県防

災課から防災ファックスを通じて市町村及び土木事務所の関係課に伝達されます。その後、砂

防課から市町村及び土木事務所にファックス及びメールで、捕捉情報を提供させていただいて

います。土木事務所長が市町村幹部に補足情報（県下の危険度の高いメッシュ番号）を情報提

供し、避難勧告等を発令するよう助言しています。岐阜気象台が専用回線で県防災課に、合わ

せてテレビやラジオなどの報道関係へ情報提供されています。 

１８、震災や豪雨などの被災者生活再建支援について、家屋などの個人補償を拡充してください。

（笠松町） 

【県回答】被災者生活再建支援制度については、被災区分に応じて、被災者生活再建支援法に 

基づく県及び市町村による支援金の支給制度がそれぞれ設けられております。まず、国の支援 

金については、現在、全国知事会において、制度の見直しを位置づけた意見集約が現在、行 

われておりまして、その結果を踏まえ、必要に応じて、他の都道府県と連携していく上で、国へ 

の働きかけを行ってまいりたいと思っております。また、県や市町村の支援金制度は、国の支援 

金制度を補完する趣旨で創設した経緯がありまして、国の支給対象に対する支給額等の均衡 

も考慮する必要があると考えますが、県内市町村のご意見等も踏まえながら、引き続きそのあり 

方等を検討していきたいと思います。 

１９、原子力発電所の再稼働中止と停止を国や関係機関に求めてください。 

（県委員会）（岐阜市） 

【県回答】原発の再稼働中止と停止の働きかけについてです。原子力発電所の再稼働につきまし

ては、国のエネルギー基本計画におきまして、原子力規制委員会により世界で最も厳しい基準

に適合すると認められた場合には、その判断を尊重し、原子力発電所の再稼働を進める。その

際、国も前面に立ち、立地自治体等、関係者の理解と協力を得るとされています。これに対して

県としましては、再稼働に関して、協力を得るべき立地自治体との範囲や、どのような手続きで

関係者の理解、協力を得ていくのかなど、具体的なプロセスが明確に示されていないと強く指

摘しまして、これらを明確にした上で、国民や影響が予想される自治体に対しまして、原子力発

電所の安全性やエネルギー政策上の必要性について、ていねいに説明するべきだと国の方へ

申し上げておりまして、事業者に対しても安全第一で取り組むよう繰り返し要請をしているところ

であります。原子力発電所の稼働につきましては、あくまでも安全第一であります。今後とも適

時適切に国や事業者に対し意見を申し上げていきたいと考えております。 

【県回答】２０ミリシーベルトの避難計画ということでありますが、国の基本計画では、UPZ圏内で避

難計画を策定するようにと、揖斐川町はもちろん、県独自としてそれ以外に１００ミリシーベルト

以上の揖斐川、大垣、関ケ原につきましては避難計画が策定してあります。ご指摘の２０ミリ以

上のところですが、美浜の原子力発電所は平成３２年を目標に再稼働の準備が進められている

ということでありまして、それに向けまして全体の避難計画や防護対策をどうするのかということ

は、国などの関係の自治体が連携をいたしまして、これから防護対策の具体的な検討がされて

いくのではないかと考えています。県としてその状況を確認しまして、実際の２０ミリシーベルト以

上の可能性のある市町の意向を確認しながら、避難計画の策定に向けて、もし、避難計画を策

定したいという意思があった場合には、県としても支援していきたいと考えております。 

【県回答】時期につきましては、まだいつ策定するということまで現在申し上げるまでに至っており

ませんので、市町の意向を確認しながら今後検討していきたいと考えております。 

【県回答】ありがとうございました。承知しました。県の防護対策ということで、しっかり取り組んでま

いりたいと思います。 

２０、原子力事故における避難計画の指針を明らかにし、放射性物質拡散シュミレーションで実効
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線量が年間１００ミリシーベルト以上となった３市町、実効線量が年間２０～１００ミリシーベルトと

なる可能性のある地域での避難計画、防護対策について策定状況を明らかにしてください。                                  

                                              （県委員会）（岐阜市） 

【県回答】原子力事故における避難計画の指針等など策定状況についてです。県では、本県に

おける避難先の市町村、避難手段及び避難所の運営方針等を示した「原子力災害に係る岐阜

県・市町村広域避難方針」を策定しまして、県のホームページに掲載するなど、広く公表してい

るところであります。また、原子力施設から、おおむね３０キロ以内に所在する地域を含む自治

体と、県が定める対策強化地域の２５市町のうち、放射性物質拡散シュミレーションで実効線量

が年間１００ミリシーベルトあった３市町におきましては、無用な被爆を避けるために、１週間以

内にその場所を離れる、いわゆる一次点の指示が出される可能性が否定できないと考えまして、

避難計画を策定しています。また、実効線量が年間２０～１００ミリシーベルトとなる可能性のある

地域では、一次点の指示が出される可能性は、先ほどの１００ミリシーベルト以上に比べますと

より低くなるものの、屋内退避等の何らかの防護措置が実施される可能性が否定できないことか

ら、万が一に備えまして、県・関係市町が連携しまして、一次点の対応も含めまして、この地域

の防護対策のあり方を検討しているところであります。 

 

【環境生活部】 
２１、土壌汚染に伴い地下水汚染にならないようにするため、適切な土壌汚染対策を求めます。 

市内の化学工場敷地内で新プラント建設用地の土壌調査を行った結果、基準値の数倍から１

万倍の鉛や水銀の土壌汚染が明らかとなり、法に則り対策を進めている状況です。しかし今回

の事例は氷山の一角であり、本市は１００年前から工場を誘致し操業しており、本市の土壌はふ

たを開けてみないと何が出てくるかわからない状態として、市民の中に不安が広がっています。 

 土壌汚染対策法の趣旨の一つは「汚染された土地を適切に管理していくこと」とし、「封じ込め」

などで、コンクリートやアスファルトで雨水が入らないようにしているということですが、果たしてこ

れで大丈夫なのでしょうか。大変不安です。                         （大垣市） 

【県回答】県では、土壌汚染の事案に関して、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染対策を土地所

有者等に対して指示しております。また、土壌汚染対策法が適用されない土壌汚染の事案に

関しても、適正な対策が図られるように、法に準じて土地所有者等に対して指導を行っておりま

す。土地所有者等に指示する土壌汚染対策の内容については、汚染物質の種類、汚染の程

度、地下水汚染の有無、地下水の利用状況等により、土壌汚染対策法で定められています。

土壌の溶質量基準を超過している場合で、土壌汚染に起因する地下水汚染が発生していない

ケースの場合については、県は敷地内の適切な場所で地下水モニタリングを指導しております。

汚染の拡散について、追加対策が必要だと判断される場合については、追加対策を行うよう指

導してまいります。さらに、県では、工業地域も含め県下全域で地下水調査を行っており、地下

水汚染の早期発見に努めておるところであります。 

【県回答】大垣市の土壌汚染対策の問題ですが、今の対策では不足だとの指摘だと思います。大

垣の事案については、土壌汚染対策はありました。地下水汚染は確認されていない状況である

ということは常に認識しております。そういう場所であるので、いまの法律の考え方の対策として

地下水のモニタリングが第一だと考えております。これについては事業者がきちんと情報を報告

していくと聞いておりますので、県としても確認していきたいと思います。さらに汚染が判明した

範囲については、それぞれで舗装されている箇所は別として、汚染土壌に手をつけなければな

らない状況については、今後対策を考えていく中で、県にも報告、協議があるということになっ

ていますので、適切な対応をしていくのでご理解をお願いします。 

２２、高レベル放射性廃棄物について、瑞浪超深地層研究所を含む県内のいかなる場所でも受

け入れないことを明確にした条例を制定してください。瑞浪超深地層研究所については、敷地
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は２０２２年１月までに埋め戻し、市に返還することになっています。瑞浪市長が埋め戻しの工程

を早期に示すように要望していますが具体的説明がないままになっています。県として契約期

間終了までに埋め戻し、瑞浪市に返還するよう強力に働きかけてください。                                              

（県委員会）（瑞浪市） 

【県回答】従前から、本県は高レベル放射性廃棄物の最終処分地を受け入れる考えはないと表明

しているところでありまして、あえて条例等の仕組みをつくるということは考えておりません。瑞浪

超深地層研究所につきましては、日本原子力研究開発機構が策定した第３期中長期計画をふ

まえ、研究所用地を貸している瑞浪市と足並みをそろえて、平成３４年１月の瑞浪市との土地賃

貸借契約期間終了までに埋め戻しを実施するよう、日本原子力研究開発機構に対して求める

とともに、同機構の事業計画や年度報告を確認してまいります。 

【県回答】高レベル放射性廃棄物の最終処分地の受け入れので条例をつくって表明すべきだとい

うことですが、直近ですが、平成２９年１２月県議会で中川県議の質問で、県知事は本県につい

て「最終処分地として受け入れる考えはない」と答弁しております。この議会だけでなく、以前か

らも再三にわたり「受け入れる考えはない」と知事が答弁しております。こういうことを考えまして、

現時点では「条例をつくる必要はない」ということですので、県としての考え方をご理解していた

だきたいと思います。 

【県回答】超深地層研究所の埋め戻しの件ですが、平成３１年度末までにということで県としても

重々認識しています。原子力機構に対してもスケジュールを早く示すようにと申し入れておりま

すが、現時点で具体的な説明はされておりません。しかしながら、県としては原子力機構の中

長期計画に基づいて、研究が終了して研究所が閉められると理解していますので、きちんと進

んでいくようにねばり強く対応していきたいと思います。 

２３、岐阜市百々ヶ峰内の東海自然歩道は木製の階段が朽ちて危険な状態となっています。歩き

やすく安全な登山道にするため、危険な箇所を優先して補修すると言われていますが、どの程

度の整備状況でしょうか。                                     （岐阜市） 

【県回答】恵那の方には長距離の自然歩道ということで、全体で約６７０キロの長距離自然歩道が

ありますが、百々ヶ峰（どどがみね）のところに関しては、約７キロであります。こちらの階段等と

か危険な箇所がありますが、平成２８年度から２９年度にかけて危険な箇所約７５０メートルを改

修させていただきました。そして今年度、岐阜市とも現地調査や打ち合わせをしながら、老朽化

した部分の残り、約４００メートルが改修予定となっており、順次、実施していきたいと思います。

限られた国の予算ですので安全に利用して頂けるように、努めていきたいと思います。 

２４、LGBT（性的少数者）に対する偏見や差別をなくすため、セミナーの開催、職場環境の見直し、

各種書類の性別記載欄の廃止など検討してください。                 （県委員会） 

【県回答】県においては、ＬＧＢＴを含め、性的志向、性自認についての少数者に対する偏見や差

別をなくすことについて、岐阜県人権施策推進指針の分野別施策の項目として設定し、各種施

策に取り組んでいるところです。たとえば、当事者として講演活動を行っている講師を招へいし、

市町村職員、学校、企業の関係者を対象とした講演会を複数回実施している他、リーフレットな

どの啓発資料を活用して、行事や会議などあらゆる機会を通じて啓発に努めています。加えま

して、女性活躍支援センター、男女共同参画プラザで、性的志向や性同一性障害等を理由と

しての困難な状況におかれている方や、その支援者等を対象とした講座を今年７月に開催しま

した。また、各種書類の性別記載欄について、県庁内において、組織横断的に関係課で構成

している岐阜県人権施策推進協議会などを通じて、性別欄を設ける合理的な理由がない場合

については、欄を設けないよう配慮することを周知しております。今後とも、当事者や、その支援

者、学識経験者等とともに意見交換をしながら、性自認、性的志向の多様性に関する正しい理

解や当事者への合理的な配慮について、普及、啓発を図ってまいります。 

２５、LGBTの子どもへの配慮の一つとして、学校や公共施設に多目的トイレを設置してください。 
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（県委員会） 

【県回答】公共施設への多目的トイレの設置につきましては、県民サービス向上という観点から、 

利用される方の使い勝手にも十分配慮しつつ、各施設の利用状況とともに検討をすすめまし 

て、順次、整備を図ってまいりたいと考えております。 

【県回答】（教育委員会）多目的トイレの設置について、小中学校について設置者が市町村という

ことで、整備を各自してもらっているところだが、経費については補助対象となっている。県とし

ては市町村の事業推進に支障が出ないように国に対して働きかけているところ。 

 県立学校は、多目的トイレというと設置場所がいろいろ課題があるが、校舎など大規模改修を進

める中で、順次設置をしているところ。 

 

【健康福祉部】 
２６、岐阜県が県内の保育士に対し実施している「キャリアアップ研修」について、全ての研修内容

が飛騨地域で受けられるように実施してください。岐阜地域まで出向くことは、飛騨地域の保育

士にとって負担が重過ぎます。                                 （高山市） 

【県回答】当研修（キャリアアップ研修）は、処遇改善加算における私立保育所等の保育所を対象

として本年度から開始したものであります。初年度の今回は、対象者の多い地域を中心に会場

等を調整したことから、飛騨地域や東濃地域の方々には負担をかけております。この研修は今

後も引き続き、実施予定です。受講状況とか地域バランス等を踏まえて、飛騨地域等での実施

を増やすなど、参加者負担軽減に対応したいと考えております。 

２７、３歳未満児保育料の保護者負担を軽減するため、県補助を拡充してください。 

３歳未満児の保育料負担は、通常保育に比べ、非常に重い負担、保護者負担となっています。

そのため、母親が働きたくてもためらってしまいます。女性の社会参加推進、切れ目のない子育

て支援の実現を進めるために未満児保育料の負担軽減を県でも実施してください。 

（下呂市） 

【県回答】保育料の利用者負担額は、国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定

めるものであります。その負担軽減措置については、各市町村の考え方によって様々でありま

す。こうした中で、県では３人以上の児童を扶養する多子世帯の経済的負担軽減を図るため、

国基準に上乗せする形で、負担軽減措置を講じる市町村に対して財政支援を行っております。

現在、国におきまして、来年１０月からの幼児教育、保育の無償化が検討されていることから、こ

の動向を注視しつつ、必要な措置を検討してまいります。 

２８、乳幼児保育特別対策事業費補助金については、アクションプラン実施前の補助内容に戻し

岐阜市への補助金を復活してください。                            （岐阜市） 

【県回答】この補助金（乳幼児保育特別対策事業費補助金）は、多様化かつ増加する保育事情に

対応するため、認可保育所等の官的機能を果たす認可外保育施設の保育の質の維持・確保

等を目的として、市町村が当該施設で乳児保育または延長保育を実施する場合、その経費に

対する財政支援を行っております。児童福祉法上、岐阜市は認可外保育施設に対して、県と

同等の指導、監督権限を有していることから、岐阜市内の認可外保育施設の保育の質の維持・

確保等は同市によって実施されるものと考えております。 

２９、岐阜県が県内の介護関係労働者に対し実施している各種研修について、全ての研修内容

が飛騨地域で受けられるように実施してください。岐阜地域まで出向くことは、飛騨地域の介護

関係労働者にとって負担が重過ぎます。                           （高山市） 

【県回答】飛騨地区での研修の実施について、介護支援専門員にかかる研修については、飛騨

地区での受講規模が相当数見込める研修、例えば講師研修であるとか、専門研修などについ

ては、かなり相当数が見込まれるような状況になっておりますので、こういったものについては飛

騨地域での開催ということに務めているところであります。また、一定数の受講者が見込めない
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研修につきましても、できるだけ飛騨に近い圏域での実施を検討してまいりまして少しでも飛騨

地域の受講希望者の負担を軽減できるように取り組んでいきたいと考えております。 

３０、過去に介護保険料の滞納があった場合のペナルティについて 

①救済措置をつくってください。何らかの事情で天引きされていなかった、認知症だったなど故

意でない場合もあり、気づいた時には過去に遡って払うことができません。 

②実態調査をしてください。                                  （県委員会） 

【県回答】介護保険制度においては、介護認定がされる前の１０年間に滞納した保険料が時効に

より消滅した場合には、保険給付が減額されるなどの給付制限が定められているところでありま

す。他方、この給付制度ですが、災害その他法令で定める事情がある場合は適用されず、また、

保険料の徴収においては保険料の減免や徴収猶予の制度も定められているところであります。

県としましては、これらの制度が法令の趣旨に従いまして、適切に運用されていることが重要で

あると認識しておりまして、故意でない未納者の方を増やさないように、保険者である市町村等

に対して、事前の策として、口座振替の奨励であるとか、一人暮らしの高齢者の声かけ、訪問な

ど、必要な助言を行っているところです。また、平成２９年１月に介護保険料の滞納者の状況を

調査しております。その結果、平成２７年度の滞納者は、１２４４６人、滞納者のうち、保険給付の

制限対象者は、３１２６人で、実際に市町村が行った保険給付制限者は１４１人です。 

【県回答】滞納の状況についてです。制限などの明文化等につきましては、実際のところ、話を伺

っていても、そこまで明文化されたものに何か則ってというところは、ちょっと把握をしていない

状況であります。おそらくそれぞれの独自の判断の中で、そのような判断をされたのかなというと

ころであります。こちらで把握しているのは以上であります。 

３１、介護保険施設（特別養護老人ホーム・介護老人保健施設）における口腔ケアが十分に進ん

でいない状況なので介護保険施設の協力歯科医師と連携した歯科検診・歯科保健指導の実

施を推進してください。                                      （羽島市） 

【県回答】口腔ケアの関係ですが、平成３０年度介護報酬改定におきまして、歯科医師の指示を

受けた歯科衛生士が入所者さんに対して、口腔ケアを行うことを評価した口腔衛生管理加算に

ついて、口腔ケアの対象を拡大する観点から、要件の緩和を図るとともに、歯科衛生士による

介護職員への具体的、技術的な助言・指導を行うことが算定要件と加わっております。歯科診

療所との連携による口腔ケアの取り組みが加算により、評価される点等につきまして、事業所へ

の実施指導であるとか、集団指導の場において、周知の徹底を図って実施の推進に取り組ん

でいきたいと考えております。 

３２、介護保険利用料へ補助をしてください。 

特別養護老人ホームに入所している方は、介護保険を払っているのもかかわらず、食料費の高

騰や調理費の上昇により、給食費の改定の依頼文書がきて変更同意書に押印することになりま

した。社会保障費削減によって、このような事態を招いていると考えます。１日１００円、月３０００

円の個人負担ですが、さらに利用料負担が増すのではないかと心配です。      （瑞浪市） 

【県回答】介護保険利用料について、利用者の負担がいちじるしく高額とならないように、一定額

を超えた場合は払い戻されることになっております。さらに、低所得者の方の場合は、この額が

軽減され、その差額を公費で負担しているほか、特別養護老人ホームなどの施設サービスや、

短期入所サービスの食費であるとか、共益費の一定額を超えた部分を介護保険から給付をさ

れる制度もありますので、これ以上の公費での負担は非常に困難であるということであります。 

３３、介護保険の利用料負担を増やさないように、また介護度の低い人を制度から外さないように、

（「介護予防」の事業費負担の継続を）県の支援を求めます。               （土岐市） 

【県回答】介護保険は保険者である市町村が運営主体でありますが、介護予防事業の費用を含

みます介護保険の財源は国・県・市町村、被保険者ごとに負担割合が定められているところで

あり、この定めに基づいて費用を負担していきたいと考えております。 
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３４、資格に対する援助金を介護福祉士以外にも広げてください。             （岐阜市） 

【県回答】※昨年度回答をいただいておりましたので、要望を取り下げさせていただきます。 

３５、「生活保護のしおり」の改善を。 

現在、生活相談の件数は増えていますが、生活保護の受給者までにはなかなか行かないのが

現状です。そこには、政府の相対的貧困率の低下の認識の甘さがあることや、生活保護の捕捉

率が非常に低いことがあげられます。また、生活保護バッシングやスティグマ(烙印)があります。

「最低限度の生活を営む権利がある」との憲法とかけ離れているのが日本の現状です。 

スティグマの解消に対する施策は持っておられるのか。関市の一般質問で「しおりの改善につ

いて」を取り上げました。「生活保護のしおり」を市町村の福祉事務所では生活保護制度の説明

に使っています。これには基本的に「憲法第２５条で保障された権利」と説明はしますが、「生活

保護受給者」には、努力義務ばかりを押し付けています。財産の処分はもちろん、いろんな制度

の活用、仕事を探す努力、親兄弟の援助を受ける努力など明らかに「水際作戦」としかいいよう

のない「しおり」となっています。福祉部長は答弁で「県の監査を受けて活用している」といいまし

た。県は毎年どのような検討をして「しおりの良し悪し」を判断しているのでしょうか。昨年 1月、

小田原市の生活保護担当部署の職員が「保護なめんなよ」「不正を罰する」などと、保護利用者

を威圧する言葉がプリントされたジャンバーを着て、保護利用世帯を訪問していました。このこと

が社会問題として大きく報じられました。その後、小田原市では、検討委員会が立ち上がり、委

員の指摘を受け止め、生活保護行政の見直しが本格的に取り組まれているとのことです。その

中で、生活保護のしおりも大幅に改善がされました。努力義務はしおりの後のほうに出てくるだ

けで、申請の手続きが大半です。これを参考に見直しを求めます。             （関市） 

【県回答】生活保護のしおりは、生活保護の受給者に対し、制度の仕組みや県に義務等を説明す

るために、各実施機関で策定されており、実施機関に対する毎年の生活保護法施行事務監査

において、その表現が一方的な禁止、認められない等の表現である場合は、認められない場

合がありますとの表現の見直しを指導しているところであります。今後も生活保護受給者の権利

を制限する項目につきましては、一方的に制限すると受けとめられないように表現の見直しを指

導してまいります。 

【県回答】監査の「生活保護のしおり」の件についてです。私ども市の方へ監査に伺いまして、「し

おり」だけでなく生活保護の事務全体について、限られた時間で見せていただいているところで

あります。ですから、最低限、「生活保護のしおり」を活用して、「申請者の方に説明しなさい」と

国の方も申していますので、「しおり」を拝見して最低限、不適切な表現がないか等、指導をさ

せていただいているところであり、他県の見やすいようなものがあるのであれば、そういうものも

参考にしながら、今後その事例を紹介しながら、指導をするというか、そういった形で監査の中

で活用して、少しでも受給者の方にわかりやすいものでできるように指導を続けてまいりたいと

考えております。 

３６、生活保護に対するエアコン設置について、２年目以降もエアコン設置の公費負担が対象に

なるように国に要望してください。 

厚労省社会・援護局長から 6月 27日付「生活保護法による保護の実、施要領について」の一部

改正の（通知）が出されています。「生活保護法による保護実施要領について」（昭和 48年 4月

1日厚生省社会局社発第 246号）、第７ 最低生活費の認定 ２ 一般生活費（６）家具什器類

（ア）～（オ）のいずれかに該当しとなっていますが、保護開始時は対象ですが、２年目以降は該

当しません。特に岐阜県の今年の暑さは尋常ではありません。去年は何とか過ごしたけれど今

年はエアコンなしでは無理です。                               （各務原市） 

【県回答】生活保護におけるエアコン設置につきましては、これまでは保護費の中から、計画的に

積み立てていただくか、生活福祉資金の借り入れにより、設置することができるとされていたもの

が、平成３０年６月２７日付けの生活保護法による保護の実施運用について、一部改正によりま
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して、一時扶助における家具什器費の見直しとして支給が認められたところであります。家具什

器費は保護の開始時において、生活に必要な家具什器の持ち合わせがない場合等に認めら

れるものであることから、現行制度としましては、原則としてすでにお貸ししている世帯とは対象

となっておりません。県としましては、現状を踏まえ、国に対して家具什器費の見直し等の暑さ

対策についての要望を検討してまいりたいと考えております。 

【県回答】エアコン設置についての問題です。国が今年度からエアコンの設置を認めたことは一つ

大きな前進だったと考えております。今年の方針もあって、十分でないと状況であることも認識

しておりますが、なかなか県で対応するのは困難な部分もありますし、生活保護制度は国の制

度でありますので、まずは国に向けてエアコン設置の拡大や電気代等を含めた暑さ対策につ

いての要望を行って、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

３７、生活保護基準の引き下げを中止するよう国に強く要請してください。 

 すでに２０１３年の保護基準引き下げで、人間らしい生活が保障できないレベルに落ち込んでい

ます。生活保護基準は最低賃金や貧困の拡大につながり、国民の暮らし全体への影響は計り

知れません。国が最下層の生活水準に合わせる方式をやめるよう直ちに要請してください。 

（各務原市） 

【県回答】生活保護基準は、生活保護法第８条で厚生労働大臣が定める基準とされており、定期

的に検証を行うこととされております。検証にあたりましては、社会保障審議会、生活保護基準

部会を設け、５年に一度行われる全国消費実態調査のデータ等を用いて、専門的かつ科学的

見地から評価・検証することとなっております。平成３０年度の見直し基準では、生活扶助基準

は一般低所得世帯の消費実態との均衡を図ることとしておりますが、減額の影響が大きくならな

いよう、個々の世帯での生活扶助費、母子加算および児童養育加算の合計の減額幅をマイナ

ス５％以内に留める緩和措置が講じられております。また、参考までに厚生労働省のモデルケ

ースの試算では、産休後に県内には１８町村ありますが、その場合においては保護費が増額と

なるケースもあるということから、一律の引き下げということではない状況であります。 

【県回答】生活保護基準の引き下げの考え方についてです。国の方で一定の基準を設けて国会

で審議をされている状況でありますが、これにつきましてはいま指摘された意見があるということ

を、国の担当者会議などの場で伝えていきたいと考えているところであります。 

３８、生活保護受給者は都市部に集中しており、財政的負担は都市部に偏っています。自治体で

は、財政的負担を避けるため窓口での不適切な対応も起こりかねません。本来、全国どこでも

居住であれば受けることができる制度であるため、費用は全額国が負担するよう要望します。 

                                                      （岐阜市） 

【県回答】生活保護の関する事務につきましては、本来、国の事務であるものを法定受託事務とし

て地方が行っているものであります。そのため生活保護に関する件につきましては、生活保護

法第７５条により、市町村および都道府県が指名した保護費等の４分の３を国が負担することと

されております。残り４分の１についても地方財政法第１０条により、国が一部または全部を負担

するとされ、地方交付税により全額措置されているところであります。今後とも引き続き、財源確

保について国に要望していきたいと考えています。 

３９、小中学生のいる家庭に学用品や入学準備金、給食費、医療費などを補助する就学援助制

度は、「義務教育は無償」の立場から次のような改善を求めます。 

①子どもの貧困率は７人に１人ともいわれています。共働きでも苦しい家庭がたくさんあります。

県・市町村が就学援助制度を積極的に保護者に周知するように手立てを取ってください。 

 ②就学援助制度の活用は、恵那市で７％台です。ひとり親家庭の割合とほぼ同数です。また、２

人親家庭でも年収４００万円に満たない家庭も多く、給食費も滞りがちです。教育関係支援に

国・県・市町村で全額保障できるようにしてください。                    （恵那市） 

【県回答】（教育委員会）就学援助制度について、保護者への周知については、市町村において
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ホームページだとか広報、入学だとか進学される際に周知をしているところ。県としても市町村

に対して積極的に周知を図るよう働きかけているところです。学校教育法で就学援助は市町村

が行うということになっている。助成についても国が必要な経費について助成を行っているとこ

ろ。県としても市町村が確実に事業推進できるように国に働きかけているところ。                                           

４０、地域医療の充実を求め、高山厚生病院の存続ができるよう支援してください。 

 介護度の重い入院患者への手厚い介護を求めます。介護医療院への移行による患者や家族 

の負担増にならないよう県厚生連への働きかけを求めます。               （高山市） 

【県回答】介護医療院への移行ですが、医療病床の廃止について、平成２９年度末廃止とされて

いましたが法改正により、平成３５年度末まで６年間延長がなされたところであります。介護医療

用病床の存続について国の動向を注視しながら、県の厚生連等へ伝えていきたいと考えており

ます。 

【県回答】高山厚生病院の存続については、開設者である岐阜県厚生連の総合的な判断となりま

す。ご要望については開設者に伝えます。 

４１、医師確保のため支援してください。 

高山日赤病院の循環器医師が不在となり、遠方の病院に受診することになり困っています。地

域の実情に合わせた医師確保に支援してください。                    （高山市） 

【県回答】医師確保のための支援ですが、地域における個別の医師不足の課題につきましては、

地域の病院、医師会、市町村などの関係機関と密接に情報を共有しまして、連携して対応を検

討中するなど、県としても必要な調整を行ってまいります。なお、医師確保については、岐阜大

学医学部の入学定員に特別の入学枠、地域枠の方を設けまして、県内に勤務することを条件と

しました、医学生修学資金の貸し付けや岐阜県内に定着する医師が増えるように、岐阜県医師

育成・確保コンソーシアム、こちらの運営支援を行っていることころであります。今後とも引き続き

医師不足の解消が図られますよう努めてまいりたいと考えております。 

【県回答】地域医療構想について性格ですが、基本的には必要病床数というのは紙に書いてお

示ししているのですが、これは将来不足する医療機能を把握するための「参考値」でありまして、

２０２５年、その先の医療需要がどういった医療が必要になるのかを見据えた上で、国の数値を

使いまして出しているのであって、そこに減らしていくことはやらないのです。あくまで地域のみ

なさんの、医療関係者に留まらず、住民の方を含めて関係者の自主的な協議とか検討というの

をやっておられるわけで、そこに応じて県としても必要な支援、検討をやり、さらに助言を行って

まいりたいと考えております。 

４２、医療計画について 

①県民の命と健康を守る医療は最も重要な課題であり、その施設である市民病院・坂下病院と

もに医師の確保が困難な状況です。県は、医師の増員配置を、また国にも働きかけてください。 

 ②「岐阜大学医学部医療枠」として、研修医（医師国家試験に合格した後の法に基づく臨床研

修に従事するもの）を坂下病院に配置してください。                   （中津川市） 

【県回答】①の市民病院、坂下病院の増員、国への働きかけですが、県では医師確保対策の柱と

して、医師免許取得後の一定期間、県内医療機関に勤務することを返還免除の条件としました、

医学生修学支援貸付制度の実施や、これと一体的に運用します医師育成・確保コンソーシア

ムに対する支援を行っているところであります。このコンソーシアムについては、岐阜大学医学

部と研修医が多く集まる臨床研修病院、合計２２の病院のほか、県の医師会、県病院協会など

によって構成されまして、研修医に対する効果的な臨床研修プログラムの提供、その後のキャリ

アパスの提示を行っているところであります。なお、初期臨床研修におきましては、一定の間、

地域医療研修が行えるように、また、キャリアプロセスの中では、県内医師不足地域における勤

務を含むとしており、こうした取り組みを継続することで今後とも、医師不足の解消が図られるよ

う努めてまいります。また、国に対して、社会的要請の強い僻地、周産期、小児、救急医療等に
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従事する医師の養成等について要望しているところでありまして、今後とも引き続き要望してま

いりたいと考えております。 

②、地域枠の適用を臨床研究医として坂下病院にもということでありますが、医師法第１６条の２

によりまして、国家試験に合格し、医療に従事しようとする医師は、岐阜大学地域枠の出身者か

否かを問わず、２年以上臨床研修を受けさせなければならないとなっております。いわゆる初期

臨床研修でありますが、坂下病院につきましては、この法律条項に定める臨床研修病院にはな

っておりません。なお、初期臨床研修において一定の間、地域医療研修が行えるように、岐阜

大学は４つの地域医療センターのコーディネートのお手伝いをしております。こちらの件につい

ては、センターの方にお伝えしたいと考えております。 

４３、恵那市民や県境の住民の生命を守り、安心して暮らせるための上矢作病院を診療所にしな

いように、緊急病院として継続し、医師の確保に支援してください。           （恵那市） 

【県回答】緊急病院の存続については、上矢作病院の今後の方向性については、開設者の恵那

市の総合的な判断となります。ご要望については開設者に伝えます。 

【県回答】医師確保の支援についてですが、４２と重複しますが、県では医師確保対策として医学

生修学資金の貸付制度、岐阜県医師育成・確保コンソーシアムに対する支援を行っているとこ

ろであります。こうした取り組みにより、今後とも医師不足が解消されるように努めていきたいと考

えております。なお、上矢作病院につきましては、自治医科大学出身の医師、こちらの方１名を

配置しまして医師確保に努めているところであります。 

４４、がん患者の離職防止・就労支援相談窓口への助成制度が新設されました。今後は当事者や

関係者からの意見をもとに、生活援助、就労支援などいっそうの具体的な支援拡充をしてくださ

い。                                          （県委員会）（笠松町） 

【県回答】就労しているがん患者への生活扶助について、医療保険制度の傷病手当金制度や社

会福祉協議会の生活福祉資金の貸与の制度が利用できる場合があります。県ではこれらの情

報提供のため、岐阜療養サポートブックの作成・改定、県民を対象とした講座、ホームページ等

での周知を行っておりまして、今後も必要な普及・啓発を行ってまいりたいと考えております。さ

らに、当事者や関係者からの意見の把握に務めまして、県として施策化すべき事項について支

援策を検討してまいります。また、労働局に設置されました岐阜県地域両立支援推進チームに

よる離職防止や就労支援にかかる啓発や相談支援体制の整備に協力してまいります。 

４５、子どもの医療費は、県内の全市町村が中学校卒業まで無料化しています。県として子どもの

医療費無料化の年令を引き上げてください。     （県委員会）（岐阜市）（海津市）（笠松町） 

【県回答】県の乳幼児医療費助成は、小学校就学前までとしていますが、県内全４２市町村が入

院、通院等、中学校卒業までの無料化を実施しておられますので、県として、現時点であえて

助成対象年齢を引き上げることは考えておりません。なお、本県の助成制度は、自己負担や保

護者の所得制限がないことに加えまして、現物給付を原則としています。これは償還払いでは

ないということでございまして、医療機関が独自での自己負担金の支払いが不要でございます。

全国的にみても手厚いものとなっていると考えております。今後につきましては、県の医療費助

成制度を持続可能な制度として実施していく観点から、助成対象の拡充については県の財政

状況を踏まえ、慎重に見定めてまいります。また、かねてから国に対して、子どもの医療に関わ

る全国一律の制度を創設することを要望しておりまして、今後とも継続してまいります。 

【県回答】事業の効果ということです。国保の事案について個別の効果というのはなかなか確定し

がたい部分がありますが、やはり子育て支援の面において、保護者の方の一定の安心の確保

にはつながっていると思います。ちょうど今年度から、国では医療費の増加に対する、国からの

交付金の減額措置を廃止したという流れもあります。県の従来からの差額は一定程度、国にも

認められる効果はあったかなと思います。これを未就学児までのものを拡大するとどうなるかと

いうことです。現在、未就学児までの補助に対する県の予算は約１８億円弱となっておりますが、
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少し古いデータですが平成１９年度当時で、小学校１～６年生の卒業まで拡大した場合どうかと

いうことで推計したことがあります。このときでさらに１５億円が必要になるという推計があります。 

【県回答】子どもの医療費の地方単独制度の導入にともなう、国の交付金の減額措置が廃止され

たものをさらに継続していくべきではないかとの質問かと思います。先ほどもお答えしましたが、

私どもかねてから国に対し、子どもの医療費にかかる全国一律の制度を実施することを要望し

ていまして、これについては引き続き要望してまいります。そして、減額措置についてですが、

今般、減額措置が廃止されましたのは、いわゆる乳幼児・未就学児のみであります。私ども今年

度から従来から、障がい者、母子家庭、父子家庭の方々の減額措置につきましても、廃止をし

ていく要望していくことで引き続き要望していきたいと考えております。 

４６、子ども、ひとり親家庭、障がい者などが医療機関を受診した際に支払う自己負担金を減免す

る福祉医療助成制度は、経済的な理由からの診療遅れ防止や子育て応援施策のため岐阜市

でも推進しています。本制度実施に伴う国民健康保険事業に対する国庫支出金の減額処置を

廃止するよう国へ要望してください。                              （岐阜市） 

【県回答】医療事業費無料化に対する国の地方公共団体が独自に行う子ども医療費助成に関わ

る国民健康保険の国庫負担金の減額措置につきましては、自治体の少子化対策の取り組みを

支援する観点から、ご案内のとおり、平成３０年度より未就学児を対象としてしないこととなりまし

た。県としては、未就学児を対象とした子ども医療費だけでなく、地方自治体が独自で実施して

いるすべての助成制度に対する国民健康保険の国庫負担金の減額措置を行わないよう国に

対して要望しておりまして、引き続き要望してまいります。 

４７、母子・父子・寡婦福祉資金の就学支度金が入学時に間に合わないので、支給時期を早める

ようにしてください。 

市も県の制度なのでどうにもならないので、社会福祉協議会で一旦借りるか、知り合いにでも借

りてくださいと言っています。                                 （各務原市） 

【県回答】県では外部委員を含めた貸し付け委員会を開催し、貸し付けの審査および決定を行っ

ているところであります。また、貸し付け審査後は、速やかに県から貸付決定通知書を送付し、

申請者からの借用書の提出を受け、貸し付けを実施しております。そのため、手続き的には一

定の期間が必要な状況となっているところであります。一方で、早急に資金が必要な方に対し

ては、社会福祉協議会が実施する貸付金制度等についても案内しているところです。なお、大

学等合格後にできるだけ早く貸し付け申請書を提出していただければ、入学までに間に合う事

例もありますので、引き続き事前の周知等に務めてまいりたいと考えております。 

【県回答】申請に際しましては、合格通知書が必要書類となってまいります。しかしながら、手続き

的には書類の作成など、事前の相談をいただきたいと思います。それにともなって、早めの相

談を実施していただければと思います。 

４８、セルプ上矢作作業所について、就労Ｂの工賃の評価を月額から時間給にしてほしいので、

国に働きかけてください。 

  精神障がいの人が多いので１日の労働時間も短いし、通所できない日も多くあります。時間給

にすると、国からの補助金が増え、経営が安定します。                   （恵那市） 

【県回答】利用者の工賃が高いほど、利用者の自立した地域生活につながることや、生産活動の

支援に労力を要することから、平成３０年度障がい福祉サービス報酬会計においては、就労継

続支援Ｂ型の基本報酬について、従来の定員規模別に応じた一律の報酬会計設定から、平均

工賃月額に応じた報酬設定へと見直しがされたところです。県としても、工賃向上に向けた計

画に基づき、就労支援事業所への支援を実施していくところであります。基本報酬におきます

平均工賃月額の算定に関しましては、制度の施行後、国の取り扱いにおいて、月の途中で入

院した利用者については、平均工賃月額の算出から除外できるなど、利用者の状況によって

配慮される事項が、逐次示されている状況であるため、今後も引き続き国の動向等を注視しつ
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つ、必要に応じて国に意見を伝えます。 

４９、福祉タクシー助成券の補助を県として支援してください。                （羽島市） 

【県回答】障がいのある方に対する移動支援については、障がい者総合支援法に基づく地域生

活支援事業を活用しながら、市町村が地域の交通手段等の実情に応じ、個別支援型、グルー

プ支援型、車両輸送型等の形態により取り組んでいるところであります。県では、こうした市町村

の取り組みに対し、補助金を交付することで支援を行っているところであります。 

５０、老人福祉施設の建て替えのため、建設費の補助をしてください。 

下呂市には公設民営の養護老人ホームと併設の特別養護老人ホームが萩原地域にあります。

７月大雨で老人ホームの入所者１００名以上が緊急に避難することになりましたが、ほとんどが車

いすの方で夜中の雨の中、避難せざるを得ない状況で、２時間以上掛かりました。施設の老朽

化や川沿いに建っていることからも、現在の場所は不適切な場所であることから、移転新築が望

まれます。県の補助を求めます。                                （下呂市） 

【県回答】県では、特別養護老人ホーム等の老人福祉施設の整備・促進のため、施設整備費等に

対する補助を行っております。市町村の設置する養護老人ホームまたは定員３０人以上の特別

養護老人ホームの建て替えについては、従来型施設、一般室から個室への転換とか居室環境

等の改善のための整備が必要ですが、補助の対象となっておりますので、事前に相談頂けれ

ばと考えております。 

５１、後期高齢者医療保険料の減免制度を創設してください。                （岐阜市） 

【県回答】後期高齢者の保険医療の減免制度につきましては、高齢者の医療の確保に関する法

律および県の後期高齢者医療制度を運営する岐阜県広域連合の条例に減免の規定が設けら

れております。災害で財産に著しい損害をうけたとき、収入が著しく減少したとき、また刑事施設

等に拘禁されたときの減免が規定されておりまして、平成２９年度も実績がございます。また、今

般７月に見られますような豪雨災害につきましても、県および健保において条例の規定に基づ

き、被保険者の一部負担金の減免を行うなど、適切な措置を講じていただいております。なお、

こうした減免のほか、国の奨励等により、所得に応じた保険料の減免措置があります。平成２９

年度は、全被保険者の約６５％の方が軽減対象となっております。県としましては、減免および

軽減制度につきまして、県広域連合と連携し説明会等を通じ、積極的に周知徹底を図ってまい

ります。 

５２、認知症サポーター及びキャラバン・メイトの養成をすることは大切ですが、その後のフォロー    

アップ研修も実施してください。現在キャラバン・メイトの養成数はどれだけですか。 （羽島市） 

【県回答】認知症サポーターの養成は、市町村等で行っておりますが、その中で１２の市町村がフ

ォローアップの研修を実施されていると承知しております。また、県ではサポーターの講師役に

なります、キャラバン・メイトの養成を行っておりまして、これにつきましては平成２８年度からフォ

ローアップの研修を実施しております。なお、キャラバン・メイトの数ですが平成３０年３月末で２

６０７人になっております。 

５３、認知症の早期診断・早期対応に向けた体制整備を図るため、認知症サポート医養成研修・ 

認知症サポート医フォローアップ研修をして増やしてください。現在、認知症サポート医の圏域

ごとの数はどれだけでしょうか。                                 （羽島市） 

【県回答】認知症サポート医療者研修につきましては、平成１０年度から始めまして、平成２８年度

は１０名、２９年度は１５名を養成していまして、新オレンジプランの目標の引き上げにともないま

して、平成３０年度から毎年２０名ずつを養成する予定としています。また、現在、県内認知症サ

ポート医は、他県からの移動を含めまして、１０８名、圏域別には岐阜圏域４０名、西濃圏域２４

名、中濃圏域２１名、東濃圏域１３名、飛騨圏域１０名となっております。また、サポート医の空白

町村は、輪之内町、大野町、富加町、七宗町、白川町、御嵩町、白川村の７町村となっていま

す。今後も、医師会への委託事業であります認知症サポート医フォローアップ研修、認知症サ
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ポート医への参加を呼びかけてまいります。                                             

５４、障がい者虐待防止法の趣旨を関連事業者に周知徹底するとともに、岐阜県障がい者福祉

施設従事者等による障がい者虐待の状況が毎年相談・通報件数が 2桁でも、虐待として認定し

た件数が直近 5件の統計では０か 1件となっています。この理由はなぜなのか、虐待とする認定

基準を示し、事例を検証できる専門知識を持った職員の配置に支援してください。 （羽島市） 

【県回答】障がい者の虐待防止に向け、障がい福祉サービス事業者を対象に、法の趣旨を含めた

研修会も毎年、開催しているところです。虐待の認定件数については、主に市町村において事

実確認調査が行われ、障がい者虐待防止法に示されている虐待の定義に照らした上で判断さ

れた結果であります。県では、虐待の認定が適切に行われるよう、市町村担当職員に対する研

修の開催のほか、困難事例等への対応を支援する弁護士などの専門家チームの派遣により、

今後とも市町村を支援してまいります。 

５５、放課後児童クラブにおいて指導員確保不足のために障がい児の受入ができない状況にあり

ます。よって指導員確保のための補助金＆育成制度を設けてください。        （羽島市） 

【県回答】放課後児童クラブでの障がい児の受け入れにあたりましては、一般的な運営経費の補

助に加えまして、放課後児童クラブ支援事業の中の障がい児受け入れ推進事業として、障がい

児の受け入れに必要な専門的知識等を有する放課後児童支援員の配置に要する経費に対し

て、国・県で３分の１ずつの補助をしているところです。また、放課後児童支援員の確保にあたり

ましては、退職教職員の方々に周知をするなど、潜在的な人材の発掘に努めているほか、県の

放課後児童支援などを対象に実施する放課後児童支援員等、資質向上研修とか地域学校共

同活動を重視した研修会、子育て支援事業を重視した研修会において、発達障がいをテーマ

にした講義を実施するなど、必要な研修会の機会を確保しているところであります。引き続きこ

れらの制度の活用を市町村に働きかけてまいります。 

【県回答】放課後児童クラブの支援の関係です。放課後児童クラブには、２名以上の指導者を置

かなければならない、そのうちの１名は、放課後児童支援員の認定をされているものを置かなけ

ればならないと決まっております。ただ、研修を受けて資格を取れる方については、いま従事し

ている方はそのまま、放課後児童クラブの支援員として活躍していただけることになります。先

ほど、こうした資格について、たとえば教育の免許ですとか、あるいは保育士が必要かとのこと

でしたが、２名の配置の中で、２名ともとなるとかなり難しいと思います。ただ、実際のところ放課

後児童クラブを拝見しますと、かなり人数もお見えになりますし、あるいは多学年をみていること

もありますので、何がしかそうしたことに、たけた方が必要かと感じております。 

５６、障がい児・者を在宅で支える家族・保護者に、子育てやレスパイトを保障するための、障がい

児のショ-トステイやホームヘルプに対応できる施設・事業所を身近な地域で利用できるよう、整

備・拡充をしてください。県内には事業所数は。                       （羽島市） 

【県回答】ショートステイやホームヘルプの施設整備に際しては、社会福祉施設等、施設整備、国

庫補助金の活用による支援を行いますが、当該補助金については、国において十分な予算が

確保されず、採択が非常に困難な状況になっていることから、国に対し繰り返し、地域の実情を

踏まえた十分な予算の確保を図ることを要望しております。なお、県内では、障がい児が利用

できるショートステイは５６事業所、ホームヘルプは１７９事業所が平成３０年８月１日現在にあり

ます。 

５７、２０１８年度より発達障がい児・者及び家族等支援事業の創設で、家族支援のためのメニュー

を創設し、身近な支援を実施するため、対象自治体を市町村まで拡大しました。内容は①ペア

レントメンター養成等事業、②家族のスキル向上支援事業、③ペアサポート推進事業、④その

他本人・家族支援事業。市町村に同事業創設を周知し、活用するよう促すとともに、発達支援

センター「のぞみ」でのペアレントメンター養成及びペアレントプログラムを拡充するようにしてく

ださい。                                               （羽島市） 
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【県回答】県では、平成２７年度から発達障がい児を育てた経験を持つ親を対象に、ペアレントメン

ター養成研修を実施し、３年間で２３名を養成し、今年度から市町村への派遣を行っております。

また、市町村療育機関の支援員を対象に、ペアレントトレーニングを地域で実施するための指

導者を養成する研修を開催し、平成２７年度から１０７名が受講しました。家族等への支援は、

県よりも身近な市町村で実施することで、地域の発達障がい関係機関の連携も円滑になること

から、市町村担当者会議やペアレントメンターの活動の実践報告会等の機会を通じて、引き続

き市町村に対し、実施を働きかけるとともに、県としてもこれまで養成したメンターのスキルアップ

に努めてまいります。 

５８、親亡き後を見据えて圏域ごとにグループホームの入居希望者等を調査して、不足する圏域

に重点的にグループホームを整備促進してください。            （県委員会）（羽島市） 

【県回答】グループホームを含めた障がい福祉サービスについては、市町村ごとにサービス利用

者の動向をきめ細かく把握した上で、将来の見込み量が設定されており、県ではそれを踏まえ

て、第２期岐阜県障がい者総合支援プランの中で、圏域ごとの見込み量を設定しております。

グループホームは障がい者の住まいの場として重要と考えており、今後圏域ごとにグループホ

ームにかかる見込み量の進捗状況を確認しながら、社会福祉施設等、施設整備、国庫補助金

を活用して、グループホームの整備を促進してまいります。また、グループホーム整備にかかる

当該補助金が、国の予算事情により、不採択になった場合でも、県が市町村と協力して補助を

行う制度により、グループホームの整備を促進してまいります。 

５９、県として、重度の視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由障がいのある人に身体障がい者補

助犬（盲導犬、聴導犬、介助犬）への給付を支援してください。また、食堂や旅館などの不特定

多数の人が利用する施設での身体障がい者補助犬の同伴を拒否される事案も発生しているの

で、事業者や県民に広く広報・啓発をしてください。                     （羽島市） 

【県回答】県では、身体障がい者の社会参加の促進を図るため、補助犬の利用を希望される方へ

の補助犬貸与の予算を確保しております。補助犬の理解、啓発については、障がい者差別対

象のための各種啓発活動において、補助犬のパンフレット等を配布したり、行政職員や民間事

業者への研修等を広く実施しております。また、今年度は、障がい者の意思疎通を普及・啓発

するイベントを計画しており、その中で補助犬と触れられるブースの設置も行う予定であります。 

６０、障がい者扶養共済制度を障がい者本人やその保護者に対し、県や市町村の窓口、障がい

者福祉事業所、障がい者団体等で、あらゆる機会をとらえて周知するよう徹底してください。                               

（羽島市） 

【県回答】心身障がい者扶養共済制度の周知については、市町村担当者向け説明会において、

制度の概要説明を行うとともに、市町村窓口用のパンフレットを各市町村に配布し、各市町村

でのＰＲについて協力依頼をしているところであります。今後は障がい者、福祉事業所、障がい

者団体等に対しても周知に努めてまいります。 

６１、社会福祉施設に苦情があるときの窓口として、岐阜県運営適正委員会があります。施設内で

の虐待が疑われる場合、加害者側（施設職員）に聞き取りをしたことは反映しやすいのに対し、

被害者には不利益が多いようです。被害者匿名性を担保するなど、弱者を守る組織を機能させ

てください。                                             （岐阜市） 

【県回答】岐阜県運営適正化委員会は、社会福祉法第８３条に基づいて設置されており、福祉サ

ービスに関する苦情につきましては、同法８５条の規定により、申し出人に対する必要な助言や

当事者間の同意を得て、苦情解決の斡旋を行っているほか、事業者が利用者の処遇に対して

不当な行為を行っている恐れがある場合は、同委員会から県にその旨を通知し、県が事業者

に対して指導を行っております。法律上、苦情解決の手段を双方の同意を得ての斡旋から、不

当行為に関する県への通知としているため、具体的な問題解決に際して、匿名性が低くなりが

ちですが、本県では、岐阜県運営適正化委員会、福祉サービスに関する苦情解決事業実施要
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綱において、投書等による匿名の苦情を受け付けております。今後もこのような被害者本位の

対応に務めて参ります。                                                              

６２、生計困難者に対して、無料低額診療事業を実施している医療機関と同様に、院外の調剤事

業においても無料低額で調剤が行えるよう補助制度を創設してください。       （岐阜市） 

【県回答】無料低額診療事業は、社会福祉法の第２種社会福祉事業に位置づけられており、固定

資産税の減免等の税法上の優遇措置があります。薬局につきましても、無料低額での調剤が

行えるようにするには、まずは第２種社会福祉事業に位置づけられる必要があると考えます。国

における検討状況等を注視するとともに、必要に応じて国に対する社会福祉法の改正・要望等

を検討してまいります。 

６３、岐阜県引きこもり地域支援センターの今後の活動について 

①引きこもりに関する県内実態調査を実施してください。 

②アウトリーチ等の公的な支援の拡充とそのための職員を増員してください。     

（県委員会）（岐阜市）（笠松町） 

【県回答】引きこもりの実態調査について、国では内閣府の若者の生活に関する調査、他県にお

いては引きこもり当事者の情報を入手する可能性が高い民生委員などを対象としたものがある

ことを承知しております。このような状況を踏まえ、現在、引きこもりの実態を把握する方法を検

討しているところでありまして、今後は引きこもり地域支援連携会議などの意見も伺うことにして

います。引きこもり状態にある当事者やその家族に対し、家庭訪問を中心とした訪問支援、いわ

ゆるアウトリーチ型の支援活動につきましては、引きこもり地域支援センター自らが取り組むとと

もに、センター以外に地域の社会的支援に精通し、当事者を取り巻く状況を理解した身近なも

のによって、実施される体制の構築に取り組んでおります。今後のセンターの体制につきまして

は、他の相談支援業務なども踏まえ適切に検討してまいります。                                   

６４、水道施設の耐震化や更新は莫大な費用が必要ですが、節水型の普及等により水道料金収

入は減少傾向になると思われます。岐阜市では水道施設の耐震化・更新に係る国庫補助制度

を受けることができず、耐震化や更新を進めるために水道料金を引き上げました。災害時での

持続可能なライフラインの確保のため、国庫補助採択基準を緩和してください。   （岐阜市） 

【県回答】水道施設の耐震化についての国庫補助は、平成２８年度から水道管路緊急改善事業と

して創設されているところでございます。従来の制度では、資本単価と水道料金が補助採択基

準となっており、岐阜市ではこれらの基準を満たすことができず、国庫補助の対象になりません

でした。新しく創設された水道管路緊急改善事業では、給水収益に占める企業債残高および

料金回収率に関する補助採択要件も満たすことができました。これにより岐阜市では、平成２８

年度から国庫補助の採択を受けて事業を進めているところでございます。 

６５、公共下水道への補助を拡充してください。 

各務原市は５月、下水道料金見直しで大幅引き上げを公表。この引き上げは、国が上下水道

事業を公営企業化して、独立採算でまかなうよう通達してきていることに従うものです。これまで

下水道料金に補てんしてきた一般会計からの繰り入れを削り、主に住民への使用料で事業を

やれというものです。住民や事業者の大きな影響を及ぼすもので認めることはできません。 

（各務原市） 

【県回答】（都市建築部）下水道に対して特定基盤整備推進交付金というのはございますが、各務

原市におきましては下水道の普及率が高いので交付の対象となっておりませんのでご理解を

お願いいたします。なお下水道事業の普及につきましては、地方公営企業法の適用の有無に

関わらず、独立採算の原則のもと各地方公共団体が自らの判断と責任において行なっていると

ころでございます。 

６６、水道事業への民間企業の参入を促進し、民営化に道を開く水道法改定はやめるよう国に働

きかけてください。 
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安全で安定的な水の供給は、憲法第２５条の生存権の保障に基づく公的な責任です。民間企

業に運営を委ねるコンセッションは水道事業になじみません。利益優先の民間企業が運営に参

入することになれば、「経営効率化」の名のもと、水道事業の安全性・安定性の後退につながり、

料金値上げなどの住民負担増を招きかねません。                    （各務原市） 

【県回答】今回の水道法の改正は、人口減少社会にともなう、給水人口の減少による、料金収入

の減少等の水道事業単価の悪化に対し、水道事業の運営基盤の強化を図るため、管理・連携

の推進を一つの柱として進めるものであります。今回の水道法改正で、規定されるコンセンショ

ン方式については、県外では具体的導入を検討している地方自治体があるため、検討してきま

したが全ての水道事業者に導入することを前提にしたものではありません。地方公共団体が水

道事業者としての位置づけを維持しつつ、運営権を民営事業者に設定できるように、ＰＦＩ法に

基づく条例の制定や議会承認等の手続きを得ることなどが求められます。条例では実施方針

の制定や利用料金に関する事項について定めることになるため、地方公共団体が水道事業の

安全性、安定性を確保するとともに適正な利用料金を設定することになります。 

                                                                 

【商工労働部】 
６７、太陽光発電パネルの設置については、住宅付近の山の斜面などへの設置で、近隣住民か

ら土砂災害などの心配の声が出されています。防災の観点から条例化やガイドラインの策定を

要望します。                                           （県委員会） 

【県回答】太陽光発電は重要な再生可能エネルギーでありますが、発電施設の設置に際しまして

地形の改変を伴う、あるいは周辺の景観、環境に影響する場合には地域住民等への十分な配

慮が必要となります。しかしながら、一部の事業者が地域に十分な説明を行わず、施設を設置

し地域住民の不安や不信を招いていることは大変遺憾なことと考えております。こうしたなか平

成２９年４月、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」でご

ざいますが、これの改正に伴いまして、国の方から事業者向けに太陽光発電の適正導入のた

めのガイドラインが示されたところでございます。この国のガイドラインにおかれましては、地域と

の関係構築、周辺環境への配慮、設備の適切な処分など、発電事業の段階に応じた遵守事項

等が細かく示されているところでございます。県としましても、まずは業者が国のガイドラインを遵

守することが重要であると考えております。 

また一方で現在、国におかれまして第５次エネルギー基本計画の改定が進められているとこ

ろでございますが、このなかで太陽光発電につきまして、地域との共生、太陽光パネルの廃棄

問題での適切な対応について言及しております他、太陽光発電環境アセスメント法の対象にす

る動きなども見られます。こうした国の法整備等の動向も見極めながら、改めてガイドライン遵守

の実態を県として把握、検証した上で必要な対策を検討したいと考えているところでございます。

なお要望書にございました山林における開発等具体的な規制や許可基準につきましては、そ

の太陽光発電を行う場所、あるいは規模等において関係法令が多岐に渡りますので、一概に

お答えすることができませんので、大変申し訳ございませんがご理解いただけると思います。 

【県回答】今起こった全国的な現象も踏まえまして、国の環境省の方で環境アセスメント法の中に

太陽光発電を含めていくという動きが一つございます。また先ほどご紹介しましたエネルギー基

本計画の中で、地域との共生というワードですとか、廃棄パネルに対する法整備とか、そういっ

たことも研究しておりまして、基本的には規制ということになりますと、国としての規制がどのよう

に動いていくかということを見守ることが重要でありますので、基本的に規制と言う点ではそこを

みていかなければと思います。一方で今我々ができることとしましては、ガイドラインといってもガ

イドラインそのものは規制しているものではなく、いわゆる手引きなのですけど、この手引書につ

いては事細かに適切な設置について事業者に向けて示しています。それをきちんと事業者の

方に守っていただくということが大事な事かと思います。現在私どもも県下の太陽光発電事業に
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ついて、ガイドラインの施行を遵守されているかどうか状況を把握したいと考えております。 

【県回答】今のお話はまさに地域とのコミュニケーション不足から起こっていると思います。ご紹介

しました国のガイドラインの中でも、地域との関係構築をしっかり行うこと、地域で開発する段に

なっては地元市町村ともきちんと相談しながら地域のコミュニケーションを図っていくことが示さ

れておりますので、そういう形できちんと事業者が対応してくれることを期待しています。ただ残

念ながら一部の事業者のなかで、そういったところを遵守していないところがございます。そうい

ったことに対しまして、国の方のピット法、固定買取法を定めた法律で２９年４月に改訂が行わ

れまして、関係法令をきちんと遵守していないという事例があった場合には国の方に通報し、国

の方が法に基づいて勧告指導、また認定取り消しということができるように定められました。市町

村とか地元とよく情報共有しながら対応すべき案件については適切に対応していきたいと思い

ます。 

【県回答】1ヘクタールといいますと・・開発する場所によりまして法律が変わってきまして、都市計

画法上と森林法上とかいろいろある中の、国が定めた規制にかからないものについては、規制

を所管しているものではないものですから、責任をもった回答がしかねるところです 

６８、企業による太陽光発電について。山林などに設置してある太陽光パネルは近年の集中豪雨

などで、水害や山林のがけ崩れの原因になるのではないかと心配です。県の設置に対する規

制を強化してください。 

企業による太陽光発電について、自然エネルギーの促進としては良い方向だと思います。しか

し、近年大規模な太陽光パネル施設があちこちにできています。関市でも河川の近くや山林を

削って無造作に設置してあるところも多い。きれいにパネルが並んでいるところもありますが、あ

ちこち向いて景観上どうかと思う場合もあります。関市に問い合わせると、「比較的小さいパネル

設置は樹木の伐採許可を取れば設置できる」といいます。大型施設となると県の許可がいるそう

です。許可基準はどうなっているのか、その基準を知りたい。関市にもたくさん設置されてきてお

りますが、今回のような集中豪雨の場合、山林のがけ崩れなどの心配はないのか、雨水対策は

どのような対策が取ってあるのでしょうか。これらについて、県の規制基準は現在あるのでしょう

か。また、市町村の規制についてどのようにすべきとお考えか聞かせ下さい。業者は災害などに

対する安全対策を考えて設置しているのか、把握されているのでしょうか。もっと厳しい規制が

必要ではないのか。県の見解をお聞かせください。 

地図・写真参照 関市塔の洞で進んでいる太陽光パネル設置。             （関市） 

【県回答】６７と同じ。 

６９、太陽光発電施設建設について、自然環境、住民生活環境を配慮するよう県として、条例の

策定を要望します。最低、下記項目を規定してください。  

①建設計画者はその権利を他に委譲する場合には関係自治会との建設に関する協定項目を

引き継ぐことを明記すること。②委譲に関する協定締結には、関係自治会の立会いを条件とす

ること。③建設計画者は、行政への届け出の承認など、工程の進捗に応じて地域説明会を実施

すること  

環境破壊の原発や地球温暖化につながる化石燃料などに代わって、自然エネルギーの活用は

重要な課題ですが、現在の太陽光発電施設建設には、民間の金儲けが目的となり、逆に自然

環境維持に逆行した計画です。安全を担保された施設でなければならない。本来は、公の計画

が望ましいが、民間の活力活用とするならば、国、自治体がしっかり規制すべきです。国が設定

した「ガイドライン」をより有効なものとするために、県条例の制定を望みます。写真参照 

   参考資料 ７月５日、姫栗での太陽光発電の説明会       水野 功教  

隣町で現在進められている太陽光電発施設建設計画について、地域役員さんのご健闘で、

用地を見つけそれを開発して施設建設業者に売却する、土地開発業者の説明会が設定され、

周辺住民の皆さんの要請でそれに参加してきました。この業者の方から太陽光発電業界の実
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態などがていねいに話されていました。現在の計画のいくつかの問題点が住民の皆さんから指

摘されていました。ここは自然環境がいいからと、空家を入手された都会の方がお二人も参加さ

れ、その家が太陽光パネルに囲まれてしまうなど、とても納得できない実態が明らかになりまし

た。 

１、開発業者が建設業者に売り渡す際には、地元自治会の要望を売買契約に書き込むこと。 

２、その売買契約には地元自治会代表の立ち会いを認めること。 

３、現在は行政から回答があるまで作業は進められないが、次のステップに進む場合には、今

日のような説明会を開くこと、 

などと確認されました。                                       （恵那市） 

【県回答】６７と同じ。 

７０、御嵩町での亜炭鉱廃坑埋め戻し対策事業が進行していますが、引き続き、国に対して抜本

的な対策をとるよう求めつつ県独自の抜本的対策をとるようにしてください。今回の豪雨によっ

て、埋め戻し区域外で陥没が起きています。                        （御嵩町） 

【県回答】御嵩町では、現在、国と県が負担をする南海トラフ巨大地震亜炭鉱跡防災対策事業に

より、亜炭鉱の問題を根本的に解決するため、予防充填工事を実施しております。この工事は

公共施設や住宅密集地など、町において優先順位をつけながら順次施行しているところでござ

いますが、県といたしましても、効果的効率的に事業を推進して、少しでも広範囲に対策ができ

るように、御嵩町を支援しているところでございます。 

また今後の亜炭鉱対策のあり方については、この事業の成果の検証を進めながら、更に国と協

議をしてまいります。なお亜炭鉱に起因する陥没被害が発生した場合は、従来より特定鉱害復

旧事業基金によって対応しておりますけれども、引き続き関係市町と連携し早期復旧に努めると

ともに基金残高が現在減少しておりますので、国に対して基金の積み増しについて要望をして

まいります。 

７１、最低賃金制を全国一律制にするよう全国知事会で取り上げ、国に要請してください。  

恵那市など地方都市は出生児の減少に悩み、各種の子育て支援政策をうちだしている。待望

の産婦人科が市立恵那病院に開設され、昨年１１月から６月までに６１人が、そして７月から来

年１月までに１１６人が予約されていますが、やはり妊婦が多くならないと赤ちゃんは増えない。

子育て支援も必要だがやはり生活設計の基本は賃金です。地方は生活費が安いわけではあり

ません。通勤費など一定の社会生活に必要なコストはどこでもあまり変わりがありませんし、車が

無くては地方では生活できません。                               （恵那市） 

【県回答】今年度、平成３０年８月に全国知事会の男女共同参画プロジェクトチームにおきまして、

地域間格差の拡大につながっているランク制度を廃止し、全国一律最低賃金の確立そして実

現を、関係担当大臣と労働省、それから女性活躍大臣等に要請しているところでございます。 

【県回答】基本的には労働を取り巻く環境におきます監督権限は労働局にありますけれど、２８年

度に働き方推進協議会と申しまして、国、県、労働者、使用者、経営者協会や連合岐阜も一緒

に入りまして直接議論する場を設けておりまして、特にその中では最低賃金、いろいろな労働

基準を遵守するよう周知啓発する企業を支援して労働局とタッグを組んでやっています。直接

の実行力は国にありますが、周知啓発という側面から我々も不当なことがないように努めてまい

ります。 

７２、誘致企業の労働条件について定期的に実態調査を実施してください。    

当面、岐阜労働局及び各労働基準監督署が把握されている情報を共有し、県として当該企業

の労働者の労働環境が、子育てなど社会生活を保障できるものとしてください。  

例 岐阜県企業立地促進事業補助金該当企業       

「働き口はそこそこあるが、問題はその内容である」との指摘がありました。県の誘致企業は８時

間働けば普通に暮らせる企業であるべきだと思います。若者の県外流出を避けるために、県は
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郷土づくりの主人公である労働者を大事にするようことをアピールすべきです。    （恵那市） 

【県回答】県では岐阜県企業立地促進補助金の交付にあたり、雇用保険に加入する新規地元常

用雇用者を一定数以上採用することを要件にしており、安定した雇用の創出につとめておりま

す。また岐阜県ワークライフバランス推進企業の登録を受けていることを要件にしており、仕事と

家庭の両立支援に取り組む企業の誘致に取り組んでおります。さらに岐阜県企業立地促進事

業補助金を交付した企業については、補助金交付後５年事業年度分の操業、雇用、営業等の

状況を県へ毎年報告することとなっており、定期的に雇用状況を確認しております。今後とも若

者の県外流出を避けるため、良質な雇用の確保につながる企業誘致に取り組んでまいります。 

【県回答】企業誘致にあたりましては、若者の県外流出、これが問題になっておりますので、そうし

たものに防止、歯止めとなるような、良質な雇用の確保につながる魅力的な企業の誘致に引き

続き取り組んでいきたいと思っています。また補助金を交付する場合には、岐阜県ワークライフ

バランス企業の登録を要件にしておりますので、そういった意味で仕事と家庭の両立支援、優

良企業の誘致を進めていきたいと思っています。 

【県回答】補助金を交付した企業については、補助金交付後５年間、操業の状況や雇用の状況

等を毎月県に報告いただいておりますので、そちらの方で確認していただきたいと思っておりま

す。 

【県回答】私どもが報告いただいているものについては、補助金の交付の要件となっている事業を

継続しているかとか、補助金の交付要件が引き続き満たされているかというところを中心に聞い

ておりますので、パワハラがあるかどうかを企業からいただくようにはなっていないです。 

７３、高校生バイト生の労働ルールブックを作成し普及をしてください。    

高校生バイト生がブラックバイトとならないように、 神奈川県は高１全員に配布―知っておこう！

働くときのルール（B5 版 8ページ）。富山県は富山県労働局監修で労働ルールブック富山。 

（恵那市） 

【県回答】本県では若年者向けの労働法啓発のリーフレットを作成いたしまして、県内全ての高等

学校、特別支援学校の卒業予定者に向けまして配布し、各学校で活用していただいているとこ

ろでございます。昨年度、配布後に各学校にアンケート調査をした意見等を踏まえまして、随時

の内容見直しのほか、部数の増刷、配布の拡大についても検討してまいります。 

【県回答】恵那市、ハローワークはもちろん、県立学校、特別支援学校に配布しておりまして、ブラ

ック企業のような所の採用面接士の不適切な質問、会社に入った後の不適切な対応について、

「こんなことはあってはいけないこと、こんなケースはいけないことなのだよ」ということを話し周知

しているところです。増刷・拡大は１・２年生にも拡大しまして、少しでも多く広く知ってもらうよう

努めていきたいと思っています。 

７４、中小企業の仕事起こし支援として、「中小企業への商店リニューアル助成」及び「（起業する

方も含めた）県民への住宅リフォーム助成」に対する助成制度を創設してください。（県委員会）                                   

【県回答】商店のリニューアルにつきましては、中小企業小規模事業者の資金調達を支援するた

め、長期固定の低金利で信用保証料の一部を補助します岐阜県中小企業資金融資制度によ

る支援を実施しております。そのなかで、今年度から個人商店など、小規模な事業者向け融資

資金の限度額を１２５０万円から２０００万円へ拡充し、よりつかい易い制度へ見直しをおこなっ

たところでございます。 

【県回答】商店のリニューアルにつきましては様々な目的があろうかと思います。老朽化によるリニ

ューアルですとか、特定の目的の用途への修繕リニューアル、様々な用途がある中で、私どもと

しましては自由な使途に使っていただける県の融資制度の中の、しかも小規模企業資金という

ことで融資制度の中でも一番低い金利で支援させていただいています。そういった意味で幅広

くリニューアルを支援する考え方で、こういった融資制度を実施させていただいております。 

【県回答】商店街の関係者の方々や地元の市町村の方々といろいろな意見交換をしておりますけ
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れども、引き続きニーズ、お考えを伺って取り組んでいきたいと思っております。 

【県回答】住宅リフォーム助成制度につきましては一定のバリアフリー改修工事等に対して助成す

る岐阜県住宅リフォームローン自主補給制度や、一定の省エネ改修工事などに対して助成す

る岐阜省エネ住宅建設支援事業による支援を行っております。 

７５、移動が困難な高齢者が、地域で安心して過ごせるために移動販売をする高齢者の買い物支

援の事業者について初期投資や運搬経費を支援してください。             （羽島市） 

【県回答】（健康福祉部）現在県内において、移動が困難な高齢者等を対象に、移動販売車によ

る買い物支援を行う事業者が中山間地帯を中心に活動をされているところであります。県にお

いて平成３０年度末の策定に向けて、現在検討をすすめております第４期岐阜県地域福祉支

援計画におきまして、買い物弱者対策を盛り込む予定であり、今後これらの事業者から意見を

伺いながら、高齢者等の買い物支援策を推進していく予定であります。 

【県回答】（健康福祉部）買い物弱者の支援です。先ほど説明のなかで、現在中山間地帯を中心

に活動が行われているという説明をさせていただいたので、少し説明が不足したかと思います

が、この趣旨ついては中山間地だけでなく、都市部の中でも団地の中でも発生していることは

市町村からもお聞きしています。それぞれの地区に見合った支援のあり方があるかと思います

ので、今後とも市町村の意見をうかがいながら、何らかの形での支援を検討していきたいと考え

ております。 

７６、岐阜かかみがはら航空宇宙博物館の展示について。 

航空機が歴史上、果たしてきた役割を解説するについては、「負の歴史」としての事実を正確に

伝えるよう要望します。とりわけ、特攻少年戦闘機「飛燕」で肉弾となって散った、この事実は航

空機を戦争の道具として使った人間の歴史を深く洞察させ、考察する展示であるべきで、単な

る産業遺産の一面的な展示は再考すべきです。                     （各務原市） 

【県回答】岐阜かかみがはら航空宇宙博物館は、その設置条例により目的が位置づけられており

ます。条例の第一条にその目的がございますが、航空宇宙に関する資料を収集し、及び展示

し、並びに航空宇宙技術及び航空宇宙開発への挑戦の物語を伝えることにより、将来の航空

宇宙産業を担う人材の育成を図り、もって産業の振興及び地域の活性化に寄与するため設置

するとされています。従いまして、この目的に沿った展示、開設に努めているところでございます

のでご理解のほど、よろしくお願いします。 

【県回答】博物館、繰り返しになりますが、それぞれの目的とストーリー、何を重点に伝えていくの

かというものは行政のものである以上、きちんと定めなければいけない。３年半にわたりまして、

関係各課、関係各位、国の機関、有識者の方々、いろんな議論を踏まえて、先ほど申しました

設置条例という目的を取りまとめてきた次第です。これは決して県の条例だけではなくて、設置

共同者であります各務原市の議会でも同じ文面で、同じ目的をもって議会に諮って認めていた

だいた上で整備してきたものですので、その点だけはご理解いただければと思います。もちろ

ん、歴史上のどういう人間として使ってきたか、それぞれの歴史は十分認識していると考えてお

ります。 

【県回答】リニューアルオープンしてスタートしてから色々な意見をいただいております。決して県

だけで設置して運営しているわけではございませんので、各務原市、運営している団体とも意

見は共有して、色んな意見を今後の運営に反映していきたいと思います。 

７７、空き家・空き店舗の活用や後継者対策など、商店街活性化の取り組みに支援してください。 

（県委員会） 

【県回答】地元市町村と連携しながら、商店街がおこなう広域的エリアから商店街へ人を呼び込む

取り組みなどについて、県商店街活性化支援事業費補助金により支援するほか、昨年度から

若手女性事業者が主体的に実施する取り組みについても支援し、商店街における後継者不足

の解消や円滑な世代交代の促進を図っております。 
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また空き店舗対策につきましては、商店街が将来に向けたビジョンを策定され実施する事業に

つきまして、店舗の賃借料などの費用について補助対象としております。引き続き商店街等の

ニーズを踏まえながら市町村と連携した支援を実施してまいります。 

【県回答】県の取り組みの実績、成果というお問合せですが、例えば空き店舗につきまして商店街

団体の方が新たに入居者を募集されまして、いままで空き室だったところが新しい事業者の方

に入っていただいた例がございます。これも最初のきっかけになりましたのが、私どもの補助金

を使って取り組みを始められたという例を聞いております。 

【県回答】空き店舗につきまして、最初に地元の方の取り組みが必要だと思っています。そうしたも

のを県としてはバックアップしていきたいということで、県下の地域でもそれぞれ創意工夫してお

られます。そうしたものを今後もご支援していきたいと思っています。 

７８、関ケ原古戦場ビジターセンターについて 

①整備費用は概ね５０億円前後、運営経費は年間概ね２億円前後との見通しが示されました。

今後の設計等の中で精査に努め、規模を縮小し、史跡が主役となる計画に見直してください。 

②今後の施設整備をはじめ各種事業にあたっては県議会をはじめ県民に十分説明してくださ

い。                                                 （県委員会） 

【県回答】ビジターセンターの整備費用についてです。ビジターセンターの整備につきましては、

県議会、地域住民及び有識者のみなさんからご意見、ご要望をいただきなから検討してまいり

ました。その結果として、遺跡を主役として捉え、関ケ原の戦いを紹介しながら遺跡めぐりに誘う、

ガイダンス拠点としての施設をめざしています。現在、ビジターセンター棟の設計が完了し、一

部の入札手続きが進んでいる状況ですが、今後も引き続き周辺整備及び運営経費等について

精査を進め、効率的な運用を目指してまいります。 

次に事業実施にあたっての説明についてです。これまで県議会に対しては企画経済委員会

及び全員協議会等の場において施設整備を中心に説明を行い、ご意見、ご要望をいただいて

まいりました。また関ケ原町においても町民説明会をこれまで３回行い、直近では８月９日に説

明会を開催しております。今後も引き続き県議会をはじめ住民のみなさんに十分に説明をしな

がら事業を進めてまいります。 

【県回答】ご意見ありがとうございます。説明会の開催の方向ということに最後集約されると思いま

すけど、町主催の説明会ではございますけれども、今後県が参加するとか、あるいは説明をす

る段階とか決まってからということではなくて、例えば決まる前にお伝えすべきことがあるというこ

とであれば、開催時期も適切な時期に開催するというのが本来であろうと思いますので、その辺

も含めまして町と相談しながら検討させていただきたいと思います。 

 

【農政部】 
７９、集落営農の組織化・法人化の国の方針を県も推進していますが、県内で家族農業が果たし

ている役割を評価し、兼業農家・零細農家など家族農業を支援してください。   （県委員会） 

【県回答】兼業農家や零細農家も含めた集落住民が継続的に農業生産ができるよう、集落営農を

地域農業の重要な担い手ととらえていまして、県としては関係機関が協力して、支援を推進して

いるところ。具体的には、集落に重点推進地域を設置して、集落営農の組織化に向け県と関係

機関からなる推進チームや専門家の派遣、リーダー養成講座の開催のほか、農業用機械の整

備に対する助成など、地域の取り組み状況や実情を踏まえた支援を行っているところです。                                     

８０、中山間地や小規模農家が多い県内農業の特性に合った価格保障・所得補償制度を検討し

てください。                                            （県委員会） 

【県回答】現行のセーフティネットでは価格下落時に補填を行う事業として、コメ、麦、大豆につい

ては、コメ・畑作物収入減少影響緩和対策、また野菜については野菜価格安定対策事業を実

施しています。これらに加えて、平成３１年１月からは、農業経営者ごとの収入全体を対象とした
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総合的なセーフティネットとして、収入保険制度が導入されます。この収入保険制度は自然災

害による収量減少だけでなく、価格低下なども含めた収入減少を補填する仕組みで、青色申

告実績が１年分あれば加入でき、品目の限定はありません。県としても引き続き関係団体と連携

してこの制度の普及に取り組んでいく。 

８１、新規就農者支援と同様に、農家の後継者への支援を強めてください。また、新規就農者が

定着・自立できるよう継続的な対策を講じてください。                  （県委員会） 

【県回答】就農前の研修機関や経営開始直後の所得を確保する国の事業、農業次世代人材投

資資金のほか、国の事業の対象とならない後継者などを支援する県の事業、後継者等就農給

付金ですが、こちらにつきまして引き続き予算の確保に努めていく。 

８２、国はコメの需要と供給の安定に対する責任を放棄し、「米の直接支払い交付金」も廃止して

います。これに反対し、その復活を求めてください。                   （県委員会） 

【県回答】コメの直接支払い交付金の廃止については、平成２５年度に国が策定した農林水産業

地域の活力創造プランに基づいて、国によるコメの生産数量目標の廃止と合わせて、平成３０

年度から実施されることとして、周知が図られてきたところ。この間、県農業再生協議会におい

て対応策を検討、協議し、需給調整に向けた取り組みを実行に移しているところ。具体的には、

需給と価格の安定に向けて、協議会が主体となって国が示すコメの需給動向にもとづいて、市

町村別の生産量の目安を地域に示しているところ。計画的なコメ生産に向けて県としては協議

会の一員としてサポートしているところ。一方、県においては、コメの直接支払い交付金の廃止

に伴う影響緩和ができるよう、大規模な稲作農業所対象に平成２９年度から、元気な農業産地

構造改革支援事業費補助金に別枠を設けて農業機械の導入試験をしているところです。引き

続き来年度の必要な予算確保に努めていく。今後も安心して農業に取り組めるよう、計画的な

コメ生産をとり、麦、大豆、非主食用米、野菜等の作付けを組み合わせて水田フル活用をかぎ

に水田農業の経営安定化を進めていく。 

８３、鳥獣被害の中で、現在最も困っているのが猿の被害です。電気柵に対する補助を拡充して

ください。 

上石津の高齢女性たちは、夏野菜などを自宅用に作っていますが、電気柵の補助はなく、猿の

被害に遭って、元気に働く意欲までなくしてしまうとのことです。              （大垣市） 

【県回答】電気柵の導入については、地域の取り組みに対して、資材費相当額を補助する国交付

金事業がある。それを活用することができる。この補助金の採択要件及び、手続きなど詳細につ

いては、市町村、または県農林事務所のほうへ相談してください。 

８４、有害鳥獣の被害を防止するため、市町を超えた広域での捕獲対策を行ってください。 

（岐阜市） 

【県回答】市町を超えた広域での捕獲対策としては、本県の農林水産業や大きな被害をもたらし

ているシカ、イノシシ、カワウについて、県が主体となった捕獲に取り組んでいるところです。次

年度も事業が継続できるよう、しっかりと予算確保に努めていく。 

８５、種子法が廃止されることにより国や県の管理義務がなくなったが、食物の多様性を確保し食

糧の安定確保を図るため、種子の公的管理は必要との立場から、埼玉県や新潟県、兵庫県で

は独自の条例を制定しています。県においても種子の公的管理を継続し、農家が安全で安心

な種子を確保し、農業の振興に資する条例を制定してください。           （県委員会） 

【県回答】水田農業は本県の農業の根幹をなすものであることから、コメや麦、大豆といった主要

農作物種子の安定供給については、食料確保、生産振興にとって大変重要と考えている。県と

しては主要農作物種子法の廃止後においてもこれまでと同様に県が栽培を奨励する品種を選

定し、必要な趣旨の安定供給に取り組めるよう、本年４月岐阜県主要農作物種子生産対策実

施要綱を設定して、必要な予算処置を行い、３１年産用の種子生産を現在進めているところ。こ

の度の主要農作物種子法廃止に伴って、埼玉、新潟、兵庫の３県で独自に県条例の制定をし
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ているが、本県としては、条例を定めた県と同様に優良な主要農作物種子の安定かつ確実に

供給することは県の責務と考えているところ。今後は本県と同様に要綱に基づいた種子生産を

行い、大半の道府県の動向も参考にしながら、ひきつづき優良な主要農作物種子を安定供給

に向けた体制作りに努めていく。  

【県回答】現実問題として、県としては、昨年９月議会でも知事も答弁している通り、廃止後におい

ても責任もって種子の生産をやっていくんだという姿勢を示し、なおかつ予算をきちっと確保す

るということを話をしているので、条例においてそれを担保しないといけない状況となると県の執

行部は考えてはいない。執行部としては責任をもって種子をつくるという考え方、条例がなくて

もやるんだという姿勢を示しているところは理解してほしい。      

８６、農福連携による就農促進プロジェクトの実施状況において、県の取り組みは極めて遅れてい

ます。農福連携を具体的に推進してください。また、農業者や市町村、JA 等へ広く周知し、地

域全体で障がいのある人の就農を支援する取り組みを強化してください。       （羽島市） 

【県回答】平成 30 年 4月に岐阜アグリチャレンジ支援センターのなかに、農福連携推進室を新設

し、障がい者の農業分野での就労拡大に向け、障がい者の雇用マニュアルの作成や、現地研

修会の開催、雇用体験する際の賃金助成などにとりくんでいるところ。引き続き予算の確保に努

めていく。 

 

【林政部】 
８７、森林の多面的機能を重視し、計画的な森林の保全育成に努め、森林整備・間伐をいっそう

促進し、作業道・作業路整備の促進を図ってください。                 （県委員会） 

【県回答】県では、昨年度からスタートしました第３期岐阜県森林基本計画に基づいて、１００年先

の森林づくりを実践するために、例えば再造林面積、あるいは間伐の実施面積を目標値を掲げ

て、その目標値を達成するために必要な予算の確保に努めていく。引き続き森林の持つ多面

的機能を高めるための取り組みを積極的にすすめていきたい。 

８８、林業への新規参入や就労希望者への相談体制を拡充し、生業として成り立つよう支援策を

強めてください。                                         （県委員会） 

【県回答】県では、４月２日に森のジョブステーションぎふを中濃総合庁舎に設置している。ここで

は、林業の就業相談から、技術習得、定着までを一貫して支援することにしている。今年度は

新たに 2 名の県職員を増やして相談活動の強化を図っているところ。この森のジョブステーショ

ンぎふは、厚生労働大臣の許可を受けて、林業に特化した無料職業紹介所としてのサービス、

いわゆるハローワーク機能を、８月２７日から開始している。今後は、森のジョブステーションを核

として、ワンストップで、就業希望者と事業体とのマッチングを探すとともに、県内外の就業ガイ

ダンス等に参加して、新たな担い手の掘り起こしを図っていく。 

 支援策としては、森のジョブステーションでは、新規の就業者や林業事業体を対象にして、岐阜

林業新規担い手支援事業を本年度から開始している。中身は、林業事業体のレンタル機械の

助成や企業者への技術支援の給付など、林業の担い手支援を行っている。これらについても

積極的に取り組んでいきたい。 

【県回答】県の環境税について、現在第２期に入っており、平成２９年度から３３年度までの５年間

ということで県民のみなさんから森林環境税をお払いいただいている状況。笠松町には山がな

いということだが、名前が「森林環境税」なので、山以外の環境の分野でも使えるし、使っている

団体もあるので、ぜひご活用を。 

８９、岐阜市北部地区（椿洞）産業廃棄物不法投棄現場における最上部の保安林ついて復旧対

策を実施してください。                                      （岐阜市） 

【県回答】当該事業については、岐阜市のダイオキシンの除去を目的とした特定省除去等事業と

いったものが終了しましたが、市のほうでは当分の間、環境モニタリング調査を継続することとし
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ている。県としては、岐阜市による廃棄物処理法に基づく措置の完了後、復旧措置の必要性を

総合的に判断していく。 

【県回答】基本的には森林保有に基づく措置というのは、従来、森林が持っている土砂の崩壊とか

流出防止などの機能回復することで、現在やっているのはモニタリング調査などで、まず安全が

確定されたというか、「そこにはもうそういったことはないぞ」ということがはっきりした段階で、最

終的にそこに植栽や対策して復旧することを総合的に判断するということです。 

 

【県土整備部】 
９０、水門川上流域の浸水対策について、早期に実施されることを望みます。 

説明参照「トヨ子＆としやの市政報告７月号」        （大垣市） 

【県回答】水門川では河川整備化計画に基づき、洪水調節、高水路河道整備などを進めることと

しております。 

９１、小中学校のブロック塀の撤去に伴い、フェンス等を設置するのに改修費用がかかります。県

として改修工事費用に補助をしてください。資料参照                  （多治見市） 

【県回答】（教育委員会）小中学校については、現在市町村において進めているところ。こちらに

ついても補助対象となるものがあって、先般発表された国の概算要求のなかでもブロック塀の

対策というのが盛り込まれているところで、文部科学省で検討されているところ。県としては市町

村に対して安全対策ということで早期に行うよう促しており、確実に事業が実施できるように国に

たいしてはたらきかけているところ。 

９２、空き家や民間のブロック塀の撤去に補助制度を拡充する予定です。県の補助を拡充してく

ださい。資料参照                                        （多治見市） 

【県回答】（都市建築部）ブロック塀の撤去に対し補助制度を運用している市町村があることは承

知をしております。国の動向を注視して市町村のご意向もつかみながらブロック塀の安全確保

に対する支援の在り方について検討をしてまいります。 

【県回答】（都市建築部）点検しました際にはその結果を簡単なチェックシートにまとめて、点検に

伺ったお宅の方にお渡しをしております。一番大事なことはまずブロック塀が基準にあってるの

かということを知っていただくことで、例えば基準に合っていない、あるいはだいぶ時間がたって

きてひび割れがあるとかいうことがわかれば、状態をお知らせし、何らかの対策をお取りになっ

たほうがいいですよと申し上げます。それだけだとわかったけれども困ったねということにしかな

らないのですから、岐阜市など１１市町で補助制度を持ってらっしゃるので、当然制度を持って

いる市町では補助制度を検討していただき使えるかどうかを考えてくださいとご案内をしており

ます。制度のない市町村も、大阪のあの痛ましい事故を受けて各市町村でも対策を考えないと

いけないという認識をしております。そんな状態において岐阜県が何ができるか、国も考えてお

りますので、国が何を考えているのかということを、できるだけ早く掴んで市町村の方々にお伝

えするのは県の役目。岐阜県としてお金をということも当然国が考え事をしている中で、県も考

えなければならないことだと思います。まだお約束ができるような状態ではありませんが、市町村

の声を聞きながら考えていきたい。 

９３、徳山ダムの放流水を長良川に流す木曽川水系導水路事業について、県は本事業による長

良川の環境悪化への危惧を表明し、事業の中止を求めてください。渇水時の河川環境保全、

東濃地域の渇水被害の軽減について証明してください。                （県委員会） 

【県回答】県は徳山ダムを含む木曽川ダム群の水系と豪雨量による加茂、東濃地域の河川被害の

軽減効果や、異常渇水時に木曽川、長良川の流量を増やすことによる魚類等の生息環境を保

全する効果を踏まえ、中部圏全体の利益にも通ずることから、木曽川水系連絡導水路が必要と

考えています。このため、国や水資源機構に対し、速やかに検証作業を実施し、事業を推進さ

れるよう要請しています。 
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９４、長良川河口堰の運用見直しに向けた調査に着手し、農業用水を使用しない期間にゲートを

試験的に開放して「塩害」について調査するよう働きかけてください。また、長良川河口堰調査

検討委員会と県民調査団の運営は県民に開かれたものにしてください。     （県委員会） 

【県回答】塩害発生の可能性が極めて高い塩水の侵入を許容する開門調査に対しては、塩害を

どのように予測し、被害が発生しない方法としてどういう方法があるのか、またひとたび塩害が発

生した場合に、どの範囲に、どの程度の被害が生じるのか、更にその責任は誰がとるのか、補

償問題はどのようになるのか、といった様々な問題があります。長良川河口堰調査検討会の委

員は、各界から幅広く参加していただいており、多様な視点から検討していただいています。ま

た県民調査団は十分な期間を設け、一般の方の参加募集を実施しています。 

９５、ダムに頼らない河川整備計画を充実させ、長良川支流の亀尾島川で本体建設工事を進め

ている内ヶ谷ダム建設は中止してください。本事業の費用、便益について説明してください。 

（県委員会） 

【県回答】内ヶ谷ダム建設事業については、平成２２年度から平成２４年度までダム検証を実施し、

検証結果に基づき、長良川流域の安全、安心を早期に確保するため、内ヶ谷ダム建設事業を

継続していきます。本事業の費用は、ダムの建設と維持管理に必要になる費用を算定していま

す。また便益は、ダムによる洪水被害の軽減及び河川環境の維持、保全の効果を算定していま

す。詳しくは平成２６年に内ヶ谷ダム事業費改定に伴う再評価を実施し、結果をホームページで

公表しています。岐阜県事業評価監視委員会で検索していただき、平成２６年度事業評価監

視委員会の第５回委員会の再評価説明資料等をご確認ください。 

９６、藍川橋（川島三輪線）は岐阜市北東部の芥見地域と藍川地域を結ぶ橋梁であり、主要３幹  

 線道路が集中した交通量の多い地点です。朝夕のラッシュ時だけでなく、恒常的に交通渋滞が   

 発生しており、四車線化の早期事業化を要望します。                    （岐阜市） 

【県回答】藍川橋につきましては橋梁の規模や整備手法、手順などの検討を進めているところでご 

ざいまして、今後、早期事業化を図ってまいります。 

９７、境川総合治水対策特定河川事業について、早期の河川改修と河川状況の把握など浸水  

 被害を防ぐ対策を促進してください。                              （岐阜市） 

【県回答】境川については、河川整備計画に基づき、中上部の河川改修や上部排水機場のポン

プ増設等、引き続き河川改修を進めてまいります。 

９８、がけ崩れなどの恐れのある急傾斜地について地盤調査、補強工事の助成制度を創設して 

 ください。                                               （岐阜市） 

【県回答】急傾斜地等で、第一義的に土地の所有者や被害を受けるおそれのある者が、対策を実

施する者とされています。県が特定の個人や地域に対する助成制度を増設する予定はありま

せん。とは言っても、ある程度の規模を有した公共性が高く、土地の所有者等では対策を行うこ

とが経済的、技術的に困難と認められる急傾斜については、県が対策を実施しています。また、

市町村が行う急傾斜工事にかかる費用についても県の補助制度を設けております。 

９９、急傾斜地崩壊危険個所においてがけ崩れが起こっています。こうした急傾斜地崩壊危険個

所において、急傾斜地崩壊防止対策事業を促進してください。             （岐阜市） 

【県回答】県では、公共性が高く、過去に土砂災害が発生した箇所、人家密集箇所、要配慮者、

要施設のある箇所などについて、重点的に事業を実施しているところです。 

１００、濃飛横断自動車道建設について                                               

①ハナノキ、シデコブシ、希少な動植物群のある坂本岩屋堂湧水湿地を通るようなルート計画

は見直してください。                                      （中津川市） 

【県回答】濃飛横断自動車道につきましては、ルートの設定にあたりましては、既存の文献資料を

確認するとともに地元環境保護団体や学識経験者の方々にも現地で意見を聞きながら調査を

実施し、その群生地など把握した上で、それらに配慮をしております。今後も引き続き必要な環
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境調査を実施し、専門家の意見も聞きながら環境への影響が極力小さくなるよう努めてまいりま

す。 

１０１、道路上によけた雪がたまり、個人では取り除くことができない。業者に頼むと数万円かかる。

屋根の雪下ろしも業者に頼むと数万円かかる。業者も少ない。住民負担を無くすためには市町

村の取り組みが必要不可欠ですが、莫大の予算が必要となるため、県から市町村への補助金

の拡充、更なる財政支援を行ってください。                        （県委員会） 

【県回答】（健康福祉部）市町村道にかかる除雪、排雪への支援について説明させていただきます。

雪寒地域における除雪、排雪について、国の交付金制度がございますので、引き続き国の交

付金を活用していただけるよう市町村の方に周知してまいります。 

【県回答】（健康福祉部）高齢者世帯や障がい者世帯等に対する除雪費用の助成につきましては、

現在、市町村や市町村の社会福祉協議会が実施しているところであり、現時点で県からの補助

は検討していません。 

１０２、すべての通学路（国道・県道・市道）にカラー塗装の義務付けをするよう働きかけてください。

一部カラー塗装のできた箇所で通学している中学生に聞いたら、生徒の多くは「安心」と言いま

した。この安心は、児童・生徒のみならず、道路を走るドライバーにとっても安心といえます。カ

ラー塗装は値が高いと言われますが、生命の安全を守る大きな目印といえ、通学中の事故が多

発する中、まずは子どもの生命を守る最前線を整備してください。            （恵那市） 

【県回答】通学路の交通安全対策につきましては、各市町村が作成した通学路交通安全プログラ

ムに基づきまして、学校、教育委員会、道路管理者及び警察が連携して、合同点検や対策の

実施、対策効果の把握、及びそれを踏まえた対策の改善、充実を継続的に実施しているところ

でございます。今後も関係機関と合同点検を行って、カラー舗装とか防護柵など、地域の実情

を踏まえた有効な対策を図ってまいります。 

 

【都市建築部】 
１０３、公営住宅の退去時の畳の表替えや襖・網戸の張替えなど、経年変化や通常使用による損

耗費用について、公営住宅法の趣旨に従い、退去者の負担にならないよう要望します。 

国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、民間の賃貸住宅における原状

回復について、「経年変化、通常使用による損耗等の修繕費用は賃料に含まれるとし、畳やふ

すまの表替えの負担は求めない」としています。 

 一方、公営住宅においては、「公営住宅は低廉な賃料であるため、経年変化、通常使用による

損耗費用は含まれていない」という理由で、退去時、畳の表替えや襖・網戸の張替えなどの費

用負担を求められます。しかし、公営住宅法では、低廉な賃料は「住宅に困窮する低所得者に

対して低廉な家賃で賃貸し、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する目的」のためと謳

われており、法の趣旨からいえば、賃料に入っていないから退去時費用負担を求めるのはいか

がかと考えます。                                          （大垣市） 

【県回答】公営住宅では、経年劣化や通常使用による消耗の修繕費用を退去の際にご負担いた

だいております。適正な居住水準の住宅を提供するためには経年劣化や通常使用による消耗

についても修繕する必要がございます。県営住宅の家賃には経年劣化や通常使用による消耗

についての修繕費用は含まれていないとすることが通例でございまして、県では入居の際に退

去時にご負担いただく修繕費用について説明をしてご理解をいただいているところでございま

す。 

１０４、 住民の移動を保障するため、養老鉄道及び自主運行バスなど地域交通を充実させるよう

に補助金の増額を求めます。 

大垣市は２０１９年度公共交通網計画を策定する予定です。現在、自主運行バス事業に対して、

約１億数千万円の公費がかかります。県の助成を増やしていただくよう要望します。 （大垣市） 
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【県回答】養老鉄道についてご回答申し上げますと、平成２９年１２月に鉄道事業再構築実施計画

というものが国土交通大臣に承認されまして、３０年１月から新たな事業形態に移行しておりま

す。県といたしましては再構築計画が円滑に実施される、また安全運行が確保できるように一般

社団法人養老線管理機構に対して施設投資や自主修繕に係る財政支援を行うと共に、鉄道

会社として運行を担当する運行会社、株式会社につきましても、利用促進のための財政支援を

行うということで当初予算を仕立てております。参考までに申し上げますと養老線全体に対する

県としての支援は平成２９年度実績で９１００万円余りでありましたが、平成３０年当初予算では１

億５５００万円、６９％増というところまでご用意させていただいておりますので、再構築計画が円

滑に進むように引き続き支援を検討したいと考えております。 

【県回答】県はそれぞれ市町村が主催している地域公共交通協議会でそれぞれの地域で公共交

通の望ましいあり方について議論がなされておりますが、そういった会議に参画させていただき

まして、そこで市町村の運行バスにより地域の足を確保するというふうに決定された事項につき

ましては市町村バス総合対策費補助金という県の制度でご支援申し上げているということでござ

います。自主運行バスの補助でございますが、交付実績を見てみますと平成２７年度５３０系統

に対して２億７６００万円余り、２８年度は５７９系統に対して２億９４００万円余り、昨年２９年度で

すと５９３系に増えておりまして３億１６００万円余りと、県費のご支援を申し上げております。この

ように市町村自主運行バスに対する事業は伸びておりまして、県としてはそれに応じた財政支

援をさせていただいております。４２市町村を同じ制度の元で支援申し上げておりますので、今

後も特に公共交通の手薄な過疎地でさらにニーズが高まってくるものと考えておりまして、必要

な予算確保に努めてまいりたいと考えております。 

１０５、地域の足である地域公共交通を守るため、路線バスの縮小や廃止のなかで市町村は独自

にコミュニティバスやデマンドタクシーを実施しています。高齢者の移動手段として充実を求め

る声が強く、市町村への財政的支援を拡充してください。                （県委員会） 

【県回答】１０４と同じ。 

１０６、岐阜市が行っている地域のコミュニティバスへ運営補助を拡充して下さい。    （岐阜市） 

【県回答】１０４と同じ。 

１０７、リニア中央新幹線計画について。        

国交省建設認可後、JR 東海は県内各地で計画を進めていますが、JR 東海の事業の進め方は、

県民の納得を得るために十分な努力を果たしていると認識されているのでしょうか。  

①恵那市大井町 岡瀬沢地区 騒音対策について住民の理解は得られていない。岐阜県の認

識はいかがでしょうか。         

②愛知県、東京都には大深度地下法として、地下４０mまでを区分地上権を設定することとして

いますが、恵那市など岐阜県では 30.1ｍは区分地上権を認めない、としています。そもそも、所

有権に上下に距離の制限はないと、法務省も言明しています。岐阜県の認識はいかがでしょう

か。  

③リニア中央新幹線計画は、名目は公共事業だが実態は民間事業ということで、環境対策、安

全対策の情報公開も制限されています。最も安全に配慮すべき交通施設については、情報公

開こそが大前提であります。最近の大規模地震の多発していることも含め、リニア中央新幹線計

画は一旦中止して、国民的議論のもとでその必要性を議論し国民の合意を得るべきと考えます

が、県の認識はいかがでしょうか。                                （恵那市） 

【県回答】①の恵那市の岡瀬沢地区の関係ございますけども、これまでの JR東海において、地域

の皆様へご説明を行い意見もうかがってきたところでございますけども、岡瀬沢の地区の住民

の方々には総合対策についてご理解いただけていないものと認識しております。県としましては

JR東海に対しまして住民の皆様への丁寧な説明の実施を引き続き働きかけて行きたいと考え

ております。 
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②の区分地上権の関係ですが、リニア建設工事の保証につきましては JR東海では公共用地

の取得に伴う損失補償基準要綱に基づいた整備新幹線と同様の補償を行ってきているところ

でございます。県としましては JR東海に対してリニア建設工事に係る補償について地権者の皆

様への丁寧な説明の実施を引き続き働きかけて参ります。 

【県回答】整備新幹線の例によっておるわけですが、具体的には法務省の見解と致しまして区分

地上権の行使につきましては利益の損ずる範囲内かそれを超えているのかというところはそれ

ぞれ個別の土地の仕様内容によって判断するということになっています。それをふまえて JR は

地域ごとの設定の範囲、上下どこまでのところで設定するかを決めておりまして、４０メートルとい

う地域もあるということです。それぞれの場所を見て JR東海が決めています。それで交渉してい

ます。県としては JR東海から用地取得事務を受託しているという形です。 

【県回答】➂リニア中央新幹線の品川、名古屋間につきましては平成２６年１０月に国土交通大臣

により工事実施計画が認可されたというステップを踏んでおります。JR 東海の環境保全措置の

履行状況或いは環境影響評価書に対する知事意見に基づき JR 東海が行うとしている県・関係

市町への協議・報告、地元への説明につきまして慎重に確認をしてまいります。その上で必要

に応じて JR東海に対して意見を述べ、適切な対応を求めてまいります 。 

１０８、リニア中央新幹線関連事業について 

①リニア中央新幹線建設は、JR東海の自己資金での建設という当初方針から事実上変更し公

的資金を投入してまで、自然環境と生活環境を破壊する事業を認めるわけにはいきません。今

からでも中止するよう、国に県として申し入れをしてください。 

②多くの問題点や疑問点があるリニア中央新幹線建設事業は、ゼネコン４社の談合不正問題

で捜査されています。一旦中止し、国会で審議すべきです。 

③駅のすぐ近くに養護施設や小・中学校があり、電磁波が人体へ影響することが指摘されてい

ます。電磁波はコンクリートを通過するので電磁波を通さないようなフードにしてください。 

④土地買収にかかわって、地域住民には丁寧な説明をすると言いながら、勝手に線引きされた

市民には丁寧な説明はなく、市民は不安いっぱいで悩んでいるのが実態です。市民の立場に

立って対処してください。 

⑤ＪＲ東海は山口トンネルで汚染された残土の仮置き場を木曽川の河原に決めましたが、木曽

川は岐阜県民や愛知県民の水道水として使用しています。汚染物質が木曽川に流れ出る可能

性が高い。県として撤回するように指導してください。 

⑥山口トンネル非常口は現在ヤードをつくっています。建設現場を市道からでいいので説明し

てほしいと鉄道運輸機構に申し込んだが、「できない」と断られました。市民へ丁寧に説明するよ

う県として指導してください。                                  （中津川市） 

【県回答】（環境生活部）⑤について、ＪＲ東海は、中津川市山口下島地区の木曽川近くの農地に

おいて、土壌汚染の基準を超過する重貴金属等が混入するトンネル掘削土の仮置きを実施す

るとしています。この掘削土の仮置きの実施にあたっては、周辺河川や地下水に影響を及ぼさ

ないよう仮置き場所の底面をコンクリート張りとし、仮置きする掘削土は、遮水シートで覆うことに

より、降水の流出及び浸透を防止するとともに、周辺河川や地下水のモリタリングを実施するこ

ととしています。県としては、これらの環境保全措置が確実に実施されますようＪＲ東海に引き続

き求めてまいります。 

【県回答】（環境生活部）⑤のリニアの山口の置き場を県がどのようにチェックしていくかということ

ですが、新聞に出た週１回というところは、今回のような不用対策土を置く場所とは別の基準で

OK になったところの場所ということを想定しての週１回といっていますので、そこは別に切り離し

て考えていただきたいのですが、不用対策土の仮置き場の対応については、JR東海が対策措

置をきちんと示していますので、これがちゃんとやっているかどうかの確認はきちんとチェックし

てやっていきたいと思っています。その頻度については、具体的に示しているわけではありませ
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んが、年に一回ということではなく、定期的な形で状況をみていきたいと考えております。 

今後置くのは冬以降といっておりますけども、その中で考えていきたいと思っております。 

瑞浪市の件ですが、山口と同じような仮置き場を置くということで瑞浪市の議会に説明があった

ということは聞いております。山口の方でも具体的な環境影響がこうだということをＪＲ東海から抽

出ししたためると提起がありましたので、この事案が瑞浪市で話がすすんでこれば出てくる。そこ

で私たち担当としても、出てきたものに対して、計画の内容が環境上問題ないか専門家の意見

を聞きながら対処していきたいと思います。 

【県回答】（環境生活部）⑤の立ち入り検査について、県や市など行政がやることについて住民の

方が同行していただくということは難しいかなと思います。住民の方が施設の状況を見させてい

ただくという要望に対しては、ＪＲ東海と話す機会がありますし、県にリニア推進事務所とか推進

室とかありますので、こうした要望があったということを伝えして、ＪＲ東海に要望が伝わるよう対

処していきたいと思います。 

【県回答】①について、国において工事実施計画で認可されてきたというステップを踏んでおりま

すので、県といたしましては JR 東海の環境関係の保全措置の履行状況或いは環境影響評価

に対する知事意見に基づいて JR東海が行うとしている協議・報告と言ったものについて慎重に

確認をしてまいります。 

②のリニア中央新幹線建設工事につきましては、あの地域の活性化に危惧する重要な交通基

盤に係る工事であるということから、引き続き JR東海に対して住民への丁寧な説明を行うととも

に十分に環境安全対策を講じながら事業を進めるように求めてまいります。そういった中でリニ

ア中央新幹線建設工事の受注において不正があったとされる件につきましては、引き続き公判

の進展を県として注視してまいります。 

③の電磁波の影響につきましては、国土交通省において国際非電離放射線防護委員会という

ところで基準を満たしているということで問題がない旨、検証されているところでございます。他

方で、国土交通省から JR東海に対して地域住民や利用者の不安感を払拭するため、計測デ

ータを用いて丁寧に説明することを求めております。県としましても JR東海に対して住民の方

へ丁寧な説明の実施を働きかけてまいります。 

【県回答】県としても、JRが測定した結果ですとか、国際基準がどうなのかということしか知りえてい

ませんのでその範囲でお答えいたしますと、H２５年に JRが山梨の実験線で測定を行っており

ます。その結果、高架下では時速５００キロで走行した場合、国際基準である１．２ミリテスラ―を

最大でも１．２４ミリテスラ―にとどまったというふうにお聞きしております。私どもとして把握してる

のはそういった情報でございます 。 

【県回答】リニア中央新幹線の建設工事というのは国の方で法律にそった計画であるとか認可とい

うような手順を踏んで国において認められた事業になってきております 。県としては国として進

められているといった中で環境面であるとか安全というところで県として果たせる役割は果たして

いきたいと考えています。 

【県回答】④の JR東海に対してリニア中央新幹線整備につきまして、住民の皆様への丁寧な説明

の実施を働きかけてまいりたいと考えております。 

⑤のリニア建設工事につきましては、国土交通省におきまして地域住民に対して丁寧に説明を

して地元の理解とご協力を得ながら円滑に実施するよう JR東海に求めてきてるところでございま

す。県といたしましても JR東海に対して丁寧な説明を実施するということを JR東海に働きかけて

まいります。 

【県回答】山口トンネルの残土の仮置き場については、木曽川の河原と記載していますが、木曽

川添いの農地、現状田んぼとなっている場所でございまして、現在は作られておりませんが。そ

こに、環境基準を超えた掘削残土を置くという計画でございます。掘削の仮置きにつきましては、

周辺の河川、地下水に影響を及ぼさないように JR東海は仮置き場の底面をコンクリートで覆っ
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て、掘削土は遮水シートで覆ったりして汚水が流出したり地下に浸透することを防止すると、ま

た周辺河川や地下水のモニタリングを実施することとしております。県としましては JR 東海が行

うとしております環境保全措置が確実に実施されるよう求めていきたいと考えております。 

【県回答】計画については JRが示した対策にそってやっていただくことになっております。県とい

たしましては中津川に意見を伺ったりして、その中であった意見は JR に申し伝え、JRはそれに

そって対策を行っていくということです。５月に環境影響検討書という JRから出されたものにつき

まして、我々は環境影響審査会を開催し、審査の結果頂いた意見を中津川市にも紹介させて

いただき、そういった意見をふまえて県としても意見を述べさせていただいております。それに

ついて JR としては対策を講ずるということで環境影響検討書を検討されて環境保全計画書とし

て提出されたということです。県としてはその計画書に基づいて進めていただきたいということで

す。 

【県回答】JR東海が示している環境保全計画によると仮置き場は平成３５年末までとなっておりま

す。仮置き場ですので最終的にはどこかに移動しますが、恒久的な残土を今後どのように処理

するのかということは、この仮置き場は利用しながら、JR のほうで検討しているということです。対

策については、計画について県として必要に応じて環境影響審査会で専門的な方々の意見を

確認し、意見を申し伝えて、JRで対応を検討することをしっかりやるように伝えています。 

１０９、東濃東部都市間連絡自動車道の建設やリニア岐阜県駅周辺整備事業は、岐阜県主導で

行われています。 

 ①今からでも事業を見直し、事業の廃止・縮小を求めます。 

 ②費用の県・市・ＪＲ東海の負担割合が決まっていないと聞きますが、ＪＲ東海と岐阜県で負担し

てください。                                           （中津川市） 

【県回答】東濃東部都市間連絡道路につきましては、ご要望では県主導で行われているとござい

ますが、この道路につきましては中津川市と恵那市が計画した道路でございまして、市の方で

整備が進められているところでございます。 

【県回答】リニア岐阜県駅周辺整備につきましては、県や地元市等で構成する協議会等で整備内

容については検討してきているものでございます。今後の関係機関において、その他の事例と

の均衡でありますとか、整備に伴う受益の範囲をいったものを勘案しながら費用負担についても

合わせて協議していくことになるかというふうに考えております。 

【県回答】駅周辺の関係については土地の整備に関しては、中津川市の方で土地区画整理事業

の中で面的な整備を行っているというところは決まっています。またの美濃坂本駅の改修も市の

方で今の計画を検討しています。そういった部分については中津川市が事業主体となって、そ

こに国や県の支援制度の中で補助金を交付しながら面的な事業は進めていただくということで

決まっております。それ以外の部分については具体的にはにぎわい創出施設と言われる部分

であったりとか、例えば駅前広場とかに空間的にどういう設備を配置するのはまだ検討中でござ

います。いま中津川市のほうで色々と具体的な、例えばにぎわい創出施設の中に配置する機

能や規模などを検討していただいているところだと思いますので、県としてもそういったものを見

せていただきながら具体的にその施設がどういうふうになっていくのか、さらには管理の主体な

どを見ながら県、JR、市それぞれにどの程度の受益があるのかを整理をして費用負担などにつ

いて決めていくということになります。リニア開業までにあと９年ということになりますので他の整

備についてスピードアップして進めていかなきゃいけないというふうに思っておりますのでリニア

開業まで中津川市と JR と検討を進めていきたいと考えております。  

１１０、ＪＲ岐阜駅構内に設置すべきエレベーターについて、財政助成を行ってください。（岐阜市） 

【県回答】JR東海は国と岐阜市の補助を受けてエレベーターを設置する計画と伺っておりますの

で、すでに県の当初予算のほうで岐阜市の財政負担に対する補助金というものを用意しており

まして、申請いただければご支援する体制を整えております。 
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１１１、JR関ケ原駅にはエレベーターがないので、お年寄りや障がい者、旅行客など利用しにくい  

状況があります。観光客を増やす方向性も鑑みて、県としてもエレベーター設置に支援してくだ

さい。                                                （関ケ原町） 

【県回答】例年 JR東海の本社を訪問して要望活動を行っておりますが、昨年と今年平成３０年１月

になりますがその要望事項の一つとしまして鉄道駅のバリアフリー化を進めていただくよう要望

をいたしております。今後岐阜駅と同様に国、関ケ原町において補助をする方針がかたまって

きましたら、県としても同様の支援を検討していきたいと考えております。 

【県回答】鉄道施設としてバリアフリー化を進めるにあたっては前提条件がありまして、補助制度の

根っこにあるのがバリアフリー法というものでございます。バリアフリー法に基づきまして市町村

はまちづくりの一貫として基本方針を定めなければなりません。その基本方針の中に駅舎をどう

するかということを鉄道会社と詰めていただいて書き込む必要があります。そうしますとその基本

方針に基づいて行う鉄道事業者の事業に対して国庫が１／３出ます。その国庫は関係市町村

の補助金の範囲内かつ 1/3以内ということですので、簡単にいうと国が１／３、市町村１／３、事

業者が１／３という事業負担の中で事業が進められます。県は、そうしましても関ケ原町がバリア

フリー化をやろうと思いますと市町村の財政が非常にきついだろうということで市町村が負担す

る１／３の半分を県が支援するという立て付けにしております。今の関ケ原町としてもまちづくり

の一環として鉄道事業者として具体的な話をさせていただいて、基本方針を関ケ原町としての

バリアフリー、鉄道だけではなくて駅周辺をどう進めるかという基本方針をたてていただくことが

必要かと思います。国は１日の乗降客数が３０００人以上のところを優先的に進めようということ

で岐阜県内の今年の事業はほぼほぼ完了しますが、ただ３０００を切るからアウトというわけでは

なく、例えば新羽島駅は２５００人ほどですが羽島市の強い意向で採択されたということでありま

す。関ケ原町としてはとにかくまちづくりでバリアフリーを進めていって、駅をどうするかということ

を具体的に鉄道事業者と話し合うことが前提です。対象である施設はエレベーターだけではな

く、点字ブロックとか多機能トイレとか手すりなども対象になってまいります。 

１１２、ＪＲ西岐阜駅周辺には、県立美術館、県立図書館、岐阜市科学館、サラマンカホール、

OKBアリーナなど、いずれも公共交通が貧弱で利用者は車使用を余儀なくされ、土日などは駐

車場不足が慢性化しています。ＪＲ西岐阜駅をハブとして、長期的環境的視野にたち、車利用

に過度に依存しない、便利な公共交通や自転車で、安心して暮らせる街を作るよう強く要望し

ます。                                                 （岐阜市） 

【県回答】県美術館や県図書館においては JR岐阜駅や JR西岐阜駅から乗り合いバスあるいは市

町村バスが運行されておりますが、県としましてはどういうふうな公共交通を設置していくかとい

うことを、岐阜市の公共交通会議も参加させていただいてそういった議論に参加いたしておりま

す。加えましてバス事業者等が作製する路線図などを県有施設側が配置して施設利用者に周

知するなど利用促進を図ってまいりたいと考えております 。 

１１３、長良児童センターの東側に建つ「長良第１県職員アパート」は老朽化が進み７月にはコンク 

 リート片が落下する事故がおきています。児童センターを利用する保護者などからも不安の声が  

 あることから、速やかな解体、撤去を求めます。また、岐阜県の所有する建物のうち、使用目的  

 のない建物については、安全を確保する立場から取り壊しをしてください。       （岐阜市） 

【県回答】（総務部）長良第一県職員アパートにつきましては、この前の大雨の頃から、軒下に張り

つけてありますモルタルが落下するということが起きました。危険箇所ということで、仮囲いをさせ

てもらいまして、モルタルが落ちた付近には立ち入りができないようにさせていただきました。解

体撤去ということですが、県職員アパートには、近くに第二県職員アパートが建っておりまして、

こちらの方の入居率が６割程度の県職員が入っております。第一アパートを解体工事となります

と、こちらの第二県職員アパートの入居者の生活環境、駐車場などに影響が出るということです

から、その実情も考慮しながら解体工事につきましては検討していきたいと考えています。使用
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目的のない建物について安全を確保する立場から取り壊しをということで全体の話かと思われ

ますが、こちらにしましては岐阜県有建物の「長寿命化」計画における施設保有の最適化の基

本的な考え方に基づきまして、施設ニーズが著しく低下している場合は、多用途への編入や売

却、貸し付け、除却を検討して、保有する施設等の適正化に努めてまいりたいと思います。 

【県回答】（総務部）ご指摘いただきましたように、大変危険な状態であるということで、①仮囲いし

て入れないようにしたこと、②さらに、落ちてくることのないように安全ネットを張って、とりあえず

二重の安全対策をして、危険が及ばないようにしているところです。壊していくことになりますと

予算や優先順位もあります。ただ危険なものから第一に壊していくということは当然思っていま

すので早急の解体を考えていきます。 

 

【教育委員会】 
１１４、少人数学級の推進のため、助成制度を拡充してください。 

現在、岐阜県は小学１年生と２年生及び中学１年生については「３５人学級」を実施しています。

すべての学年で早期に３０人学級が実現できるようにしてください。（岐阜市）（大垣市）(土岐市) 

【県回答】県教育委員会では児童生徒に対するきめ細かな指導を一層充実するために、これまで

国が実施している小学校１年生に加えて、小学校２年生、３年生、中学校１年生において３５人

以下学級を編成しているところ。要望にある、学級編成の基準を３０人までに引き下げること、さ

らに他学年に拡大するためには、教員の大幅な増員が必要と見込まれる。したがって、今後の

教職員定数の改善、あるいは必要な教員数の加配措置の国への要望などによって、本県の少

人数教育のあり方についてさらに検討を進めていきたい 

１１５、教員の過重労働の早期解決が急がれています。そのために、教員の過重労働の勤務実態

の調査をしてください。                                      （高山市） 

【県回答】県教育委員会では、教員が教育の専門職として教育に専念できる環境、教員自身の健

康保持の観点から、教員の勤務状況を把握するために、教員勤務状況調査などを実施してい

るところ。昨年６月に策定した教職員の働き方改革プラン進捗会議も併せて実施している。今後

も実施した調査の結果などを県も施策や学校運営のあり方改善に活用するとともに、すべての

教職員が元気に児童生徒に向き合って職務が遂行できるよう対策の充実を図っていく。 

【県回答】教職員の勤務状況の監督ということになるので、市町村立の学校については市町村の

役割と認識している。県立の学校についてどうするかということは県教育委員会の役目として考

えていて、タイムカードの導入ということは現状では考えていないが、より正確な勤務状況の把

握ということで、いままではまずは出退勤簿という形で自主申告してもらっていた。昨年度からは

より正確にということで、Excelをつかって教職員の方々に出勤時間、退校時間を入力してもらっ

てそれを集計するということにしていたが、そうすると実際パソコンに向かわないと作業ができな

いという状況にあって、例えば教職員が土日勤務であれば部活動の遠征で直接現地に赴くな

ど、実態を考えるとなかなか負担が大きいということも考えて、９月から試行的に実施するが、新

しい出退勤システムということで、教職員が持つスマートホンなどで、出退勤の状況を入力でき

るような仕組みを導入しようとしている。より簡便な方法で、正確な勤務時間を把握して、教職員

の勤務状況の実態を把握するとともに、それをもとに我々としてどういう対策が講じられるのか、

各学校においてどのようなことに取り組まなければならないのか、しっかり分析していきたい。１

カ月間試行ののち、１０月から実施していきたいと考えている。 

１１６、子どもに向き合える時間の保障や過重労働の解消のため、県費の教員を増やしてください。 

（高山市） 

【県回答】教職員の働き方改革を推進するにあたっては、教職員定数の改善というのは極めて重 

大事項だと我々としても考えている。しかし、教職員定数は関係法令によって、学校規模、学科 

構成に応じて算定されていて、これに基づき国の予算上の措置がされるという仕組みになって
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い 

る。本年度は本県の教育長が文部科学省に赴いて、国として教職員定数の改善を実現するよう 

強く要望を行っている。県単独で教職員を追加配備することについては、議会でも答えたが、今 

年度の負担も含めて非常に多額の予算を計上する必要があることから、検討については慎重 

に行う必要があると考えている。したがって、県教育委員会としては、教職員定数の改善につい 

て引き続き継続的に国に要望を行うとともに、外部人材を活用した教員のサポート体制をより一 

層充実することなどによって、教員が児童生徒に向き合って、教育の専門職としての職責を全う 

できるような環境を整備していきたい。 

１１７、小学校・中学校・高校の教員を正規で採用・雇用し増員してください。       （恵那市） 

【県回答】子ども一人ひとりの成長を見守って、それぞれの個性を大切にする豊かな学校教育の 

実現のためには正規教職員の確保は重要な問題ということは我々もとらえている。ここ数年は 

６００人規模で新規採用を継続しているところで、豊富な教育経験を有する退職教員を毎年１００ 

人規模で再任用として雇用している。このような再任用の方々の知識経験を学校教育に活用す 

ることを積極的にすすめている。本県の教職員定数の標準にしめる正規教職員の割合は全国 

平均と同程度で、今後も新規採用に加えて再任用教職員の確保に努めて、正規採用を充実し 

ていきたい。 

【県回答】正規採用については、教職員に対して大きく分けると正規と臨時的任用（非常勤、常勤

講師等々）がいる。義務的採用もさらに細かく見ていくと、国が負担する標準定数があって、そ

れに不足が生じるたびに欠員を埋めるための臨時採用、常勤講師にたよっているところ。小中

では大体その割合は５％程度。９５％は正規の職員。それ以外に実際には常勤講師はもっと数

がいて、例えば産休、育休の代替で入ってもらう方、病休の代替で入ってもらう方、本来は正規

の職員を置くべきところだが、休んでいるところから臨時的な任用で対応しているところです。

我々も臨時的任用の職員は可能な限り、正規のほうで担っていく方が理想的だと思っているの

で、新規採用とか、定年退職された方の再任用という仕組みを使って、臨時的任用の職員の割

合を順次低減させていこうと考えている。実際、昨年度、一昨年度比較すると、徐々にではある

が正規の教職員の割合が高まっているので、その努力を引き続き図っていく。 

１１８、子どもたち一人ひとりの成長を見守り、ぞれぞれの個性を大切にできる豊かな学校教育を  

 実現するために、学校規模や実態に応じ正規教職員を増員してください。       （岐阜市） 

【県回答】１１７と同じ。 

１１９、特別支援学校を各務原市内に設置してください。 

各務原市内の小・中学部は、関市や羽島市などの特別支援学校に通学しており、小・中合わせ 

て７０人いることからも、各務原市内に特別支援学校を設置すべきです。バスの送迎はあるもの 

の毎日通うには遠すぎます。また、バスに乗れない子どももおり、親が送迎し相当な負担となっ 

ています。中濃特別支援学校は、人数も多く教室不足が発生しており、分教室として関特別支 

援学校で対応しています。子どもたちや親の負担を軽減するために、各務原市内に特別支援 

学校の設立を要望します。                                  （各務原市） 

【県回答】県においては特別支援学校の整備計画については、平成１８年度に子どもかがやきプ

ランを策定して、学校整備計画に基づき新設校、既存校の総合化等を行ない、各地域で学べ

る環境整備を行ってきた。平成２９年４月に県立特別支援学校２０校目となる岐阜清流高等特

別支援学校を開校し、このプランにより特別支援学校の整備を完了したところです。一方、特別

支援学校の通学のあり方については、学校、関係者の意見を聞き、今後さらに検討を進めてい

きたい。 

【県回答】かがやきプランを立てた１８年当時、各地域のお子さんの数とかそこからの時間等を加

味して学校整備計画を立てて、現在２０校整備してきた。スクールバスの配備等について、例え

ばもう少し短い時間に乗車できないのかとか、そいういったところから整備の方進めていきたい
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と思っている。いまのところ、整備計画の既存校については完了したものと考えている。 

【県回答】県全体の状況を見たところ、各務原市に設置しなければいけないとは県として考えてい

ないが、その分スクールバスの配備等で、通学時間の短縮等で検討していきたいと考えてい

る。 

１２０、特別支援学校について 

①就労支援コーディネーターを高等部専門特別支援学校だけでなく、一般（小・中・高）の特別

支援学校に配置して人格形成とともに就労支援活動を促進してください。 

②特別支援学校の教室不足を調査・公表して県として教室不足を解消する整備計画を具体化

してください。 

③教職員の増員や施設整備のバリアフリー化など、十分な教育予算をとり、子どもに最適・最善

の教育がなされるよう教育環境の整備を計画的に進めてください。    （県委員会）（羽島市） 

【県回答】①の一般企業に就労をめざす高等特別支援学校には、企業と学校をつなぐ就労支援

コーディネーターを各校１名ずつ配置し、企業開拓や企業への理解、啓発等を行なっている。

一方各特別支援学校では、早期から学校教育のなかでキャリア教育を推進しているところ。ま

た、特に高等部においては、就職希望の生徒に充分な就職支援が受けられるよう企業と連携し

た仕組みを検討していきたい。  

②の特別支援学校の教室不足については、文部科学省による教室予測調査が平成２８年度に

終了した。引き続き県としても教室不足の状況については把握するように努めている。今年度の

児童生徒の増大に伴う教室不足の対応として、特別教室等を普通教室に転用して使用してい

る学校は１１校で３７教室。新子ども輝きプランにおいては、高等特別支援学校機能を各地域に

整備する計画をしているところ。既存校の高等部の障害の程度の軽度の生徒が高等特別支援

学校で学ぶことにより、教室不足の解消につながると考えている。当面は最速平成３３年にこの

地域に高等特別支援学校を開校できるように進めていく。 

③の教育環境の整備について、新設整備した学校についてはバリアフリー化も含め教育環境

の整備を進めてきた。既存校で総合化した学校においても、教育環境の状況を把握し、教育環

境の整備を一層進めるよう進めていく。 

【県回答】②の特別支援学校の教室不足について、加茂特支については、加茂地域の高等特別

支援学校なので、加茂特支にいる高等部の生徒の解消につながるものと考えている。関・中濃

地域についても、本年度中をめどに方向性を考えていきたい。 

【県回答】現在の新子どもかがやきプランの計画のなかには、各務原市に特別支援学校をつくると

いう計画はありません。 

【県回答】看護師をつけたバス通学について、今は基本的には保護者が送っている場合が多いが、

バスに乗車中にケアがない子どもは、判断で乗車しているケースもある。看護師をつけてバスに

乗るということは、乗車中のケアや、急なケアが乗車中に起きた場合、看護師が乗っていても動

きながらケアができないというような様々な安全性について検討しなければならない課題が多々

ある。当方としても不便については大きな課題と考えているので、今後様々な方面から考えてい

きたい。要望があることは承知しているが、安全に送り届けなければいけないこととか、子どもの

異常をしっかり学校も把握していかなければ学校教育も十分できないなど多々課題もあるので、

そのあたりも十分吟味して検討していきたい。 

１２１、記録的な猛暑が続く中、エアコン設置は、子どもたちの健康と命にかかわる重大で喫緊の

課題です。全県立高校に早急にエアコンを設置してください。また、県内の公立学校の普通教

室にエアコン設置への補助をしてください。            （県委員会）（恵那市）（高山市） 

【県回答】小中については、市町村のほうで対応してもらっていますが、市町村によって対応が異

なっているという現状があります。今夏は異常な猛暑ということもあって、菅官房長官が発言して、

それを受けて現在、文部科学省、各市町村においてもエアコン設置について検討しているとこ
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ろです。こういった状況もあって、県としては市町村と国に対して働きかけをしていきたいと考え

ています。県立学校については、岐阜県についてはすでに特別支援学校についてはエアコン

は設置済みに。県立高校では、エアコン設置について現在検討しているところです。 

【県回答】エアコン設置については、普通教室は優先的に考えられていますが、体育館、特別教

室についても補助対象なので、順次広がっていくだろうと考えます。体育館については、なかな

かそこまで着手されてはいないが、今後整備が進んでいけば、ある程度市町村や県としても検

討していくと考えられる。まずは普通教室が優先されているということでご理解ください。 

１２２、県立益田清風高校の普通教室にエアコン設置のための助成をしてください。 

今夏に限らず、今後も猛暑が予想されます。３０度を超す教室での学習は教育環境としてふさ

わしくありません。同窓会などで寄付を募り、借金をしてでもエアコン設置の準備がされています。

県立高校への教育環境整備として補助をしてください。                  （下呂市） 

【県回答】県立高校普通科教室の設置についても現在検討しているところです。その検討のなか

であわせて設置について検討していきたい。 

１２３、学校給食費の無償化のために市町村を支援してください。      （県委員会）（恵那市） 

【県回答】学校給食法において施設敷設費及び運営による経費は設置者の負担、それ以外は保

護者の負担とするとされています。現在県内では２つの町が無償化、８つの市町村において一

部補助とされています。給食費の無償化や補助については、市町村で対応することと考えてい

ます。市町村に対しては、今後の必要に応じて、情報提供等していきたい。 

 

【県警本部】 
１２４、関市西部地域にある「小金田駐在所」を交番に。または、警察官の常駐化を。 

現在、関市西部地域は１２０００人を超える人口増を続けている地域です。 

この地域の管轄内には小金田駐在所が１カ所あるだけで、それも不在の場合がほとんどです。 

地域には小中学校、保育園が３カ所あります。子供を巻き込んだ犯罪も多くなって来ています。 

この地域の交番は倉知に１カ所あります。車で１０数分はかかる場所です。これでは機敏な対応

はできないと思います。市民の安全・安心の生活が送れるよう警察官の増員や新たに交番の設

置を望みます。以前から地域では県に対して要求していますが、実現に至っておりません。 

現在の県の警察官増員についての考えをお聞きしたい。                   （関市） 

【県回答】交番や駐在所は、人口、世帯数、面積、行政主管、事件・事故の発生状況等、治安情

勢に応じて警察署の管轄を所管区と呼ばれる区域ごとに設置されております。交番は、原則と

して、６人以上の警察官で構成し、一当直あたり２人以上の３交代制２４時間勤務を行い、駐在

所は、原則として、１人の駐在所員が、日勤制勤務を行い、地域に溶け込み、住民の方の安全

の暮らしを守っています。県警察は、組織や業務の見直しを随時行っておりますが、現在３名

の勤務員で活動しております小金田駐在所の関連の治安情勢のほか、限られた警察官数をい

かに効率的に運用するかなど、総合的に検討しました結果、当駐在所おいては、現在の通り、

駐在所として運用することが適切であると考えております。なお、警察官の増員については、県

下の治安情勢が数値上改善傾向にはありますが、同規模県の他県警と比べますと、警察官あ

たりの業務の負担指数はまだ高い数値でありますので、引き続き関係先へ増員を申し入れたい

と考えています。 

１２５、ゾーン３０の適用地域を拡大と共に、スピードが減速されるようハンプ等を設置してください。

市橋校区は岐阜県で一番交通事故が多いところで、ＪＲ岐阜駅の乗降客数は岐阜県３番目に

増えています。鏡島校区と合わせると高校が３校、中学が１校、小学校２校と子どもも多く、人口

もますます増加し発展する街です。市橋、鏡島校区の通学路はゾーン３０を適用し交通鎮静化

を実現してください。                                        （岐阜市） 

【県回答】ゾーン３０というのは、警察が推奨しているもので、平成２４年から２９年までに県内で５２
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カ所既に設置しております。今年もどんどんやっているという状況であります。ハンプ等対策は、

個々に必要なところには、いま順次やっているということで、今後とも警察としては推進していき

たい。市橋・鏡島地区というのは、相当広範囲にわたっているということで、ここを全部ゾーン３０

ということはなかなか厳しいということです。理由としまして、狭い道路が多くて、異なる幹線道路

にゾーンを強化した場合のエリアが広くなってしまって、どうしてもゾーン域の境界の設定は困

難ということで、いまは実施してないというのが状況です。ただし、ここの地区は市橋校下、市橋

鏡島地区には小学校が２つあるんですけど、平成２６年度に岐阜市が主催する「市橋地区ゆと

り・やすらぎ道空間」推進協議会を立ち上げまして、平成２７年から３５年までいろんな施策を頑

張ってやっております。ゾーン３０はいまのところは困難と思っていますが、こういった対策をや

っているということでご了解いただきたいと思います。 

 ただし、この中で「ここの地区、ここのところに」と、特定のところにと言っていただければ、県警と

地元警察署と協議をしていきたいと思います。  

【県回答】県下で５２カ所のゾーン３０をやっています。３０キロとかだけでなく、ハンプをつけたり、

カラー舗装したりして、速度抑制しているところは道路管理者と連携してやっているところはかな

りあります。                                           

１２６、県道羽島・稲沢線のうち、竹鼻町峰尻南交差点から上中町一色交差点までの約９００ｍの

間、信号（押しボタン信号含む）、横断歩道、歩道橋、地下道いずれもなく、子どもや高齢者が

横断できません。交通事故発生の恐れがあります。町内会も２分されています。いずれかの方

法で、この間で横断できる手立てを講じてください。                     （羽島市） 

【県回答】ここは片側２車線で道路があるんですが中央分離帯がないところで、ここに信号機のな

い横断歩道というのはさすがに歩行者の安全ということで、困難だと思っています。信号機につ

いては、交通量、横断需要から勘案しますと、現在の交通量からは必要性が低いと考えていま

す。今後交通量の増大、交通関係の変化があれば検討していきたいと思っていますが、従道

路の東西の道路のほとんどのところが狭い道路ばかりなので、どうしても信号機を設置するには

道路の拡幅と、こういったことをしなければならないので、困難だと思っています。あと、地下道

や歩道橋などは、南側に２箇所ついていますが、例えば「ここに着けてくれ」というように特定の

場所があるのなら協議していきたいと思いますので、教えていただけたらと思います。 

１２７、中央高速道多治見ＩＣ入り口交差点にある地下道に自転車通路を設置してください。地図

参照                                                （多治見市） 

【県回答】（県土整備部）現在の地下道は、歩行者専用に整備されているというものでございまして、

この地下道に自転車通路を設置することは構造的に困難でございます。 

１２８、中央高速道多治見ＩＣ交差点のＩＣ側に自転車通行帯を設置してください。地図参照  

（多治見市） 

【県回答】ここは、多治見のインターのところですが、信号制御がなされているんですが、高速道路 

への流入、流出については信号にかまわず、即行けるところで、そうなると自転車横断帯、い 

わゆる、信号にかかわらず高速道路への出入りができるところを横切って自転車横断帯というの 

はちょっと厳しいと思っている。しかし、ここは地下道があって、地下道にも自転車が通れるとこ 

ろがあるので、何とかそこをご利用していただきたいと思います。ただしここは道路改良がなされ

て 

いて、今後歩道橋を平成３２～３３年ごろには歩道橋ができると聞いています。歩道橋ができると 

いうことから、それまでは地下道を利用していただきたいと思います。 

１２９、中央高速道多治見ＩＣ交差点の左折路が１車線のみのため車線を増やしてください。地図

参照                                                （多治見市） 

【県回答】一般国道２４８号の多治見インターチェンジ交差点につきましては、平成２８年度より車

線の増設も含めた交差点改良事業を実施中でございます。 
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１３０、大垣市郭町交差点における横断歩道を設置してください。 

県道５７号線と２３７号線の交差する郭町交差点は、現在地下横断歩道が設置されているところ

です。地下横断歩道は、歩車分離による交通渋滞の低減と、歩行者の安全通行確保が期待さ

れるところではありますが、高齢者にとっては階段の上下は負担が大きく、横断歩道のある交差

点に迂回しようにも東は本町２丁目の交差点、西は大垣公園前の交差点と片道で１００メートル

強以上の距離を要します。同じ県道５７号線上の北側に位置する高屋町交差点では、同じく地

下横断歩道が設置されていた交差点ですが、スクランブル方式の歩車分離式信号機を導入し

ました。 

【経緯】２０１８年５月岐阜県警察大垣警察署交通一課より、現状は歩行者の安全通行確保と渋

滞の低減のため、地下横断歩道を活用する、横断歩道設置は考えていない旨の連絡あり。                                       

   地図参照                                             （大垣市） 

【県回答】原則的には地下道がついているところには横断歩道をつけないのが原則となっていま

す。ただし、原則、原則と言っても今は、バリアフリーの時代ですから、ここの北側、ちょうど大垣

駅前のところには、地下道もあって横断歩道も設置しています。これはどうしてかと言いますと、

需要もありますし、高齢者もバリアフリーのことを考えると、地下道はなかなか通れないということ

で、地下道もあって横断歩道というのは必要と私どもは理解しております。ただし、ここは相当大

きな交差点で、ここに横断歩道をつけると相当な時間を要するので信号機のサイクルを見直さ

ないといけないということと、一番問題は、ここの南側の大垣共立銀行の本店とその対岸にある

地下道を改良、地下道を崩して歩道をつくらなければ横断歩道はとてもできない。いま自転車

横断帯は車道側にあるので、横断歩道をつくる、歩行者横断歩道をつくるには地下道を壊して

やらなければならないという問題があるので、今後大垣市のほうが横断歩道を作りたいとご協力

願えるなら検討していきたい。 

【県回答】昔は地下道が歩行者のために一番安全なところなので、地下道があって横断歩道があ

るのはおかしいということでしたが、いまはバリアフリーの時代なので、地下道があっても障がい

者の方、高齢者の方のために横断歩道も場合によってはつけるということになっています。具体

的には大垣共立銀行のところは地下道があって、自転車横断帯が車道にひいてあります。そこ

を横断歩道にしようとすると、車道に横断歩道を引くと危ないので、歩道にひかないといけない。

そうなった時に、大垣共立銀行側と反対側のところがギリギリに地下道が作ってあるので、そこ

をちょっと壊して、歩道の待ち場を造らないと横断歩道を造れないということなので、市のほうが

そのように協力してくれて「そういうふうにするよ」と言ってくれれば検討していきたい。 

１３１、急な坂道のため、速度が出てしまい、中には時速８０Ｋ程度を出して坂を下ってきます。そ

のため、何度か事故が起きています。減速の道路標示をしてください。自治体によっては、目立

つカラー標示をしているところもあります。地図参照                   （多治見市） 

【県回答】多治見市の管理道路でありますので、要望内容を多治見市役所の方へ伝えさせていた

だきます。 

１３２、停止の標示がないため、左折また右折の車が速度を緩めないで出てきます。事故になって

からでは遅いです。Ｔ字路に停止線の標示をしてください。地図参照        （多治見市） 

【県回答】ここは、大変見通しのいい三差路で、いままでもＨ２７年からも人身事故はありません。 

２７年に物損事故が２件ありましたが、他には全くないし、見通しもいいので、一時停止規制には

そぐわないのではと思います。ただし、多治見警察署と多治見市と現場を確認して、注意喚起

するような看板を考えていきたい。 

１３３、多治見市大畑町１丁目、豊田・笠原線と県道交差点に信号機を設置してください。子ども

が自転車で車との接触事故もあり、見通しが悪いです。毎年、地元住民から「危険なので早急

に対応していただきたい」と要望されています。地図参照                （多治見市） 

【県回答】ここは現場に行ってきたが、朝夕中心に交差点の交通量が増大していて、交通事故も
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発生しておりまして、円滑化の対策が必要なことは警察も重々承知しています。ただし、ここは

主道路側の道路の幅員が狭くて、右折帯が作れない。そうするとここは直進して右折する車が

相当多いとなると、右折帯がないところに信号機をつけてしまうと大渋滞になってしまって、設置

は難しい。東部官舎のほうも何とかしたいということで、用地買収なども検討しているが、なかな

かうまくいっていないということで、用地買収がうまくいけば、警察としては信号機を設置していき

たいと考えています。 

１３４、県道安食粟野線の十六銀行粟野グランドの交差点は、変形５差路になっていて危険なこと 

 から、信号機設置などの安全対策をお願いします。地図参照                （岐阜市） 

【県回答】ここは、変則６差路になっていて、ここに信号機をつけるとなると、みなさん想像ができな

いと思いますが、ちょっと困難です。ただし事故も多いということで、県土木事務所もいろんな協

議をしまして、外側線の引き直しだとか、反射板をつけた注意喚起のカラー舗装などをやりまし

て、何回もの安全対策を行ったおかげで、交通事故も減少しています。変則６差路に信号機は

そぐわないので、道路改良が必要だと考えています。 

１３５、西部縦貫道の上尻毛八幡（長良川ビラ北）の交差点付近に新たにスーパーが増え危険  

 なので信号機を設置してください。地図参照                 (岐阜市) 

【県回答】ここは、南北の道路は交通が多いということは承知している。ただし、この交差

点の東側道路の幅員が狭い、交差点の西側が複相していて、変則の交差点が入り組んで

いるということで、ここもこのままの状態で信号機というのは困難。なお、従道路の交

通量が多くなった場合は、信号機の改善も必要と思うが、これも道路環境が整備されな

いと厳しいと考えている。ただし、横断歩行者の安全対策としては、交差点北側には、

横断歩道を設置している。 

１３６、十六銀行西野町支店前の押しボタン式信号機を音声付にしてください。地図参照 

（岐阜市） 

【県回答】ここは、視覚障がい者の方が利用すると聞いているので、つける方向で考えてい

ます。ただし、押しボタン式信号でピオ点可動ではなくて、「青になりました」と音声の

ついたもののほうが良いと思いまして、付近の住民のご了解を得られれば、来年以降（来

年と断言できないが）につけさせていただきたいと思っているので、しばらくお待ちく

ださい。 

【県回答】視覚障がい者用の誘導線はつけることになります。 

１３７、主要地方道岐阜環状線の新境川橋の岐阜市より交差点について、朝夕は大型車の進

入を規制してください。地図参照                               （岐阜市） 

【県回答】ここは、確認したら、昭和４１年から大型車進入禁止の規制がかかっています。規制がか 

かっているにもかかわらずこういった車があるということかなと思い、地元警察署と連携して違反 

車両があれば取り締まりを強化していきたい。   

１３８、国道２５７号線から市民病院へ行く追分信号に北から南への進行方向は朝ラッシュ時には  

右折しにくい。右折できるようにしてほしい。                        （中津川市） 

【県回答】ここは現場確認してきて、ご指摘の通りだと思うので、右折帯が設置されているので、来

年以降、右折の矢印信号をつけます。予算の関係で来年とはいえませんが、来年以降つけさ

せていただくということでしばらくお待ちください。 

【県回答】 「青」→「黄」→「赤」→「➜」サイクルの信号となります。 

１３９、坂下・落合から苗木八幡の市道（以前は広域農道）から国道 257号線へはとりわけ朝のラッ  

シュ時の右折が困難なので、手動式の信号を設置してほしい。            （中津川市） 

【県回答】ここは昨年も要望がありました。ここの北側に 3差路交差点の信号機がありまして、ここを

南側に右折したらどうかという案を出させてもらったが、なかなか住民の方がウンと言っていただ

けないということを聞いています。本来なら近いところに信号機が２つあるというあまりよろしくな
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いということはみなさんもお分かりになると思いますので、本来は、３差路の交差点を南側にもっ

てきて、要望のところに信号機をつけるのが一番いいと思うが、かといって、いまも南側のところ

も交通量が多くなってきたと聞いているので、移設ができなければそこにも単独で隣にあっても

やむを得ないということで、今後、交通量を見ながら検討していきたい。 

【県回答】 一番いい方法は、近接したところに３つ信号機があるということは円滑化を阻害される

ので、移設がいいです。それがダメな場合には、南側の交差点交通量が多くなってきていると

聞いています。中津川署に交通量を調査させて、これは危険だと判断されたら、移設が無理で

もつける方向で検討したい。約束はできないが調査して検討したい。 

 

２０１９年度岐阜県予算に関する要望書               県土整備部 文書回答分 

２０１８年８月６日 

 

［岐阜市］ 

１、 県道笠松墨俣線の東塚４丁目Ｔ時交差点、北東の歩道の側溝の整備をしてください。（側溝

に蓋もなく危険）地図・写真参照 

【県回答】岐阜市管理の排水路のため、要望内容を岐阜市へ伝えます。 

【県回答】土木事務所の方で検討します。 

２、 山田川の大洞から１５６号線までの間が、樹木が生い茂って、流れに支障をきたしています。

早急に伐採を行なってください。 

【県回答】現地の状況を確認した上で、治水上支障となる樹木等を伐採するなどの対応を検討し

ます。 

３、 関本巣線の岐阜市三輪南地内（太郎丸）から関市小屋名地内にかけては、幅員が狭く危険な

場所が多くあります。早急に拡幅してください。また、関信用金庫前の横断歩道は通学路でも

あり事故も起こっています。歩行者信号を設置するためには拡幅が大前提だと言われました。

早急に拡幅し改良してください。地図参照 

【県回答】主要地方道関本巣線の岐阜市三輪南～関市小屋名地内は、未改良で歩道未設置区

間が存在しており、拡幅の必要性は認識していますが、早期事業着手は困難な状況です。また、

岐阜信用金庫ではなく関信用金庫前となりますが、同様に未改良で歩道が設置されていませ

んが、早期事業着手は困難です。県全体の予算や他の事業箇所の進捗状況など勘案し検討

していきます。 

【県回答】お話されたことはその通りかなと思いますが、このようなお話はみなさまから本当にたくさ

んいただいておりまして、なかなか全てをいちどきにやるということが難しい状況でございます。

お話のように本当に困っているという状況はよく理解しておりますけど、他にもいろいろ事業を

やっておりまして、なかなか今ここを着手することができないという状況で、本当に申し訳ござい

ません。 

【県回答】いつになるかは予算制度上もお話しにくいわけでございますけれど、やはり地元からの

陳情のあるところは順番に対応していきたいと思います。いつということは言えないわけですが

適切に対応していきたいと思います。 

４、 関本巣線の千疋橋は歩道・車道とも幅員が狭く、大型車や歩行者・自転車のすれ違いに大き

く支障をきたしています。岐阜市の子どもたちの通学路にもなっており、地元では架け替えを

望む期成同盟会も発足しました。早急に橋の掛け替えをしてください。 

【県回答】歩行者が安全に通行できる側道橋を整備し、現在の歩道部分を利用して車道を拡幅す

る計画です。今年度は下部工の一部の工事に着手します。 

５、 岐阜美濃線の岐阜市大蔵台地内から長良古津地内にかけては通学のため高校生が自転車

で利用していますが幅員が狭く大変危険です。岐阜の責任で自転車専用道を設置してくださ
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い。 

【県回答】主要地方道岐阜美濃線の現道は自転車等も利用しており、交通安全上の観点から、岐

阜美濃線バイパスの整備を進めてきました。現道区間における自転車および歩行者の安全確

保については、管理を移管する予定である岐阜市と整備手法について協議を進めています。 

【県回答】岐阜市と話を続けている状況ですが、やはりあれだけの区間に歩道設置することに、非

常にお金もかかる話で、ここのところを両者で協議を続けているところでございます。 

６、 都市計画道路・日野岩地大野線について早期に事業に着手してください。 

【県回答】※要望取り下げ済み 

７、 主要地方道岐阜南濃線の中鶉３丁目の業務スーパー中鶉店前の歩道がデコボコで段差があ

り危険なので整備してください。地図・写真参照 

【県回答】現地確認の上、必要な区間の歩道の舗装修繕を実施します。 

 

［羽島市］ 

１、 主要地下道大垣・一宮線の羽島大橋東側。マンボウ（トンネル）と長良川堤防の間に、３本の

排水路が県道北側のり面につけられています。３本のうち、一番マンボウ寄りの排水路には、

市道側溝につながる管がなく、排水の行き先がありません。この排水路と道路側溝を管でつな

ぐようにしてください。（他の２本ののり面排水路は地中管により、側溝とつながっています）。

地図参照 

【県回答】現地確認をした上で、必要に応じて対応を実施します。 

２、 主要地下道岐阜・南濃線、堀津町地内では両側に整備されている歩道が、桑原町東方の喫

茶店アイリス付近で道路東側がなくなっています。アイリスから南の東側歩道を整備してくださ

い。 

【県回答】喫茶店付近から南の道路東側は田畑であり、両側の歩道設置は困難です。 

３、 県道桑原・祖父江線、桑原町八神郵便局付近、道路南側側溝は、側溝深さ３２㎝のうち１２㎝

の泥の堆積があります。大雨時、付近の冠水をまねくので、泥を撤去してください。 

【県回答】現地確認の上、必要な区間の側溝清掃を実施します。 

４、県道羽島・稲沢線の未開通部分（防災ステーションから南）の道路を早期に整備してください。

また、現在の進捗状況と今年度と来年度以降の事業計画内容を示してください。 

【県回答】一般県道桑原下中線は防災ステーションから南の区間の６３０ｍ間は、平成２９年度より

道路改築事業を実施中ですので、引き続き事業を推進します。昨年度までに設計を終えたとこ

ろであり、平成３０年度は用地交渉に着手予定です。以降も用地買収を進めていく予定です。 

 

[各務原市] 

１、県道一宮各務原線の道路拡幅を。 

川島松倉町地内の堤防から降りるところは道路幅が狭く対向できない。各務原市大橋開通以 

来、交通量が増加し、事故も起きています。地図参照 

【県回答】一般県道一宮各務原線の川島町松倉地内の一部区間は、幅員狭小のため、拡幅の必

要性は認識していますが、早期事業着手は困難な状況です。県全体の予算や他の事業箇所

の進捗状況など勘案し検討していきます。 

【県回答】非常に抜けてくる車が多いということで危ないというお話でございますが、その状況もよく

わかるわけでございますが、順番には片付けているつもりですが、なかなか着手できない状況

ですので、なんとかご理解ください。 

 

［関ケ原町］ 

１、 国道３６５号線沿いと歩道に段差ができていて、雨水がたまって横断歩道が渡れません。改善
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をしてください。（不破消防組合西消防署前の南側横断歩道） 

【県回答】現地確認の上、必要な区間の雨水対策を実施します。       

２、 JR関ケ原駅西側歩道の植栽を取り除いて、歩行スペースを広げる改修工事が行われていま

す。これ以外に歩道改修の方針があるのか、うかがいたい。観光に関わる事業は、真に必要な

ものにとどめてください。 

【県回答】JR関ケ原駅と建設中の(仮)関ケ原ビジターセンターを結ぶ区間の歩道を改修します。

現在のところ、関ケ原町内において、これ以外に歩道整備計画はございません。 

【県回答】関ケ原駅とセンターを結ぶ歩道の改修について、どの範囲までかは持ち合わせておりま

せん。 

【県回答】240ｍと回答あり―その後は未定 

【県回答】県としては必要な道路と認識して進めておりますので、どうぞご理解ください。 

 

［恵那市］ 

１、 恵那市山岡町の小里川の改修計画について。①平成３０年度の計画はどこまでか。②駅前橋

付近の計画図はまとめられているのか。 

【県回答】①平成３０年度の工事は、姫口頭首工上流左岸の護岸工事を実施する予定です。②今

後、詳細設計を行う予定です。 

【県回答】今進めているところで、調査設計が完了し、地域に説明ができるような状況になりました

ら恵那土木事務所が説明会を開催いたします。そこから、河川改修、川幅が広がる時には用地

買収とかというお願いをさせていただくことになりますので、そのためにはまずは設計をしっかり

作らさせていただいて、その上で説明会になります。今動いて事業ですのでご理解をいただき

たいと思います。今年度中に説明できるがどうかは恵那土木の方に確認しないとわからないも

のですから、この場では回答を控えたい。後日スケジュールについて、どういう方法で説明させ

ていただくか協議いたします。 

２、 県道６６号線の恵那市三郷町佐々良木から瑞浪市境までの①歩道計画―平成３０年度の計

画はどこまでか。②完了予定年度はいつか。 

【県回答】①平成２７年度に事業化し、平成２９年度に用地取得に着手しました。平成３０年度も引

き続き用地取得を進めています。②工区の延長が約１．０ｋｍと長いことや、予算の状況もあるこ

とから完了予定年度は未定です。       

３、 国道４１８号、恵那市笠置町河合栃久保から下河合武並橋までの間、木曽川側へ陥没してい

ます。早急に復旧工事を要望します。写真参照 

【県回答】必要な区間の舗装修繕を平成３０年６月に実施済みです。    

４、 国道、県道、市道沿いの山側にある電線に木の枝などが引っ掛かっています。雪が降ったりし

た時などに電線に害を及ぼすことになり、大変な事故になります。点検し支障のないようにして

ください。 

【県回答】ＮＴＴ西日本（株）や中部電力（株）などの各電線管理者へ要望いただくようお願いしま

す。 

５、 飯田洞川の護岸や中州に大きく成長した木が茂っており、大水が出た時などに災害を引き起

こす可能性があるので、河川の整備をしてください。 

【県回答】現地の状況を確認した上で、治水上支障となる樹木等を伐採するなどの対応を検討し

ます。 

６、 県道月ケ瀬・上矢作線の岐阜県側の道路拡張工事は計画通り進んでいません。どのような進

捗計画なのか明確にしてください。 

【県回答】恵那市上矢作町の一般国道４１８号について、一級河川上村川に架かる中越橋（なかこ

しばし）付近にかけて上矢作バイパスの整備を進めており、一級県道月瀬上矢作線の整備もこ
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の一環として位置づけています。現在は用地取得等を進めており、中越橋から南の４２３ｍ間が

整備中であり進捗は約３割で、中越橋から北の２７７ｍ間は未着手となっています。 

７、 木の実川全域にわたって、災害につながる河川内の草木、土砂などの堆積があり、直ちに撤

去してください。 

【県回答】現地の状況を確認した上で、治水上支障となる樹木等を伐採するなどの対応を検討し

ます。 

８、 国道２５７号線の木の実地内、神明神社前の道路は、冬場日が全く当たらず凍結してとても危

険です。凍結防止のための具体的な措置をとってください。 

【県回答】冬季に現地確認した上で、必要な措置を実施します。 

９、 国道２５７号線、上矢作町本郷・新木の実トンネル間はカーブが多いうえ、道路横に伸びた草

があり、視野を妨げています。６月には草もかなり成長します。鹿が飛び出し、自動車と衝突す

る事故も発生しています。ぜひ年２回は草刈りをやってください。地図・写真参照 

【県回答】現地を確認し、車両、歩行者の支障となるような箇所について、草刈りを実施します。な

お、除草回数の増加は困難です。除草はドライバーの視認性悪化等により交通の安全が確保

できない箇所や、歩行者の通行に支障をきたしている箇所を優先的に実施し、効果的・効率的

な維持管理に努めます。 

１０、恵那市大井町阿木川の河川公園における河岸の木の切除について 

各地で河岸の中の木や草は大雨の時に危険だからという声が大きいです。その一方地域住民

の声を聴かず、いきなり市民の憩いの場の木を切ってしまう行為もあり、木を切られたので悲し

んでいる住民がいます。切ってほしい河川の木や草もあるのに、親しんでいた河川公園の木を

切らないでとの声です。住民の手紙参照 

【県回答】当該箇所については、台風等により河川内樹木等が倒れ流水時に危険であったことか

ら、実施したものです。また、当該箇所には河川公園内に利用者の木陰を形成する立木もあり、

そのような箇所は残すなど、市民の水辺利用と治水対策の両面に配慮して対応しております。 

 

［多治見市］ 

１、 主要地方道名古屋・多治見線の多治見市末広町、「広小路３」交差点の手前、大垣共立銀行

へ抜ける道の交差点が、中央で道路が膨らんでいます（歩くと危ない）。交差点付近の道路に

亀裂があり、道路の陥没も心配されます。道路整備を要望します。地図参照                                   

【県回答】現地確認の上、必要な修繕を実施します。 

 

［瑞浪市］ 

１、 瑞浪市内の土岐川河川の氾濫予防対策について。 

土岐川の瑞浪大橋から上流の桜堂中央橋間の河川敷に何カ所も、竹藪と立木が出ています。

豪雨によって、流失することが予想されます。また、瑞浪大橋の下流にある土橋は、橋脚の間

隔が狭い。流木が引っ掛かることが予想されることから、竹藪と立木の伐採、堤防の強化対策

を要望します。 

【県回答】現地の状況を確認した上で、治水上支障となる樹木等を伐採するなどの対応を検討し

ます。 


